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巻頭言

15年度の終わりに

会長喜多村健二（東京都立国分寺高等学校長）

前会長海野省治先生の定年によるご退職に伴って、平成15年度から東京都高等学校公民

科｢倫理」 「現代社会｣研究会会長を仰せつかりました喜多村健二でございます。海野省治

先生は都立高校の「倫理・社会」の教員になられて以来、都倫研会員として本研究会に深

く関わり、東京都並びに全国の「倫理」 「現代社会」教育の振興･発展に大きく寄与されて

こられました。その海野先生の後任として力不足の私ではございますが、会員の皆様のご

協力を得て、会長の務めを果たしたいと考えております。

さて、平成15年度から新しい学習指導要領に基づいた教育課程力f本格的に実施されまし

た。皆様ご承知の通り、旧学習指導要領では公民科は4単位必修と定められていました。

従って、多くの学校では「政治・経済」担当教員と「倫理」担当教員の2名体制で公民科

を運営してまいりました。 ところが、新学習指導要領では公民科は2単位必修と、必修単

位の減力ざ図られました。学校の個性化・特色化の流れの中で、必修時間は2単位のみとい

う学校も出てきているのではないかと思われます。ちなみに、公民科は、平成16年度の都

立高等学校にあって、過員を抱えた教科の一つにあげられています。

もう一つの大きな問題は、都立高校の会費納入の問題です。平成15年度までは、各教科

の研究団体に所属する都立高校に対して、教育庁から会費に見合う補助金が支出されてい

ました。従って、各教科の研究団体は都立高校の事務室に会費の納入を請求すればよく、

都立高校の教科研究団体の会員は会費を個人的に負担する必要はなかったのです。 ところ

が、平成16年度からは、都財政の逼迫等の理由から、 これまでのように教育庁から支出す

ることは廃止されることなりました。このことは、都倫研のみならず、東京都の高等学校

各教科研究団体の運営にかかわる深刻な問題となっております。

以上の二つの問題は、都倫研のこれからの活動を大きく左右する極めて重要な課題であ

ります。これらの課題を解決するためには、会員の皆様の知恵を集め、研究活動を充実し

活発化して、都倫研への凝集力をこれまで以上に高めていく必要があると考えております。

かさねて、会員の皆様のご協力をお願いする次第です。
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I 平成15年度研究主題と研究体制

［本年度の研究主題］

「生徒が､市民社会の一員としての自分を見つめつつ、学習の主人公となって主体的に取

り組めるような授業と教材の研究」

［研究主題設定の趣旨］

1 ．現代日本社会と子どもを取り巻く状況

わが国は、戦後の経済成長により、国民は物質的な豊かさを享受してきた。また、経済

的な援助を含め、国際的な活動も活発に行われてきた。いわば、先進国としての成果を残

して歩んできたといえる。 しかし、近年、 これらの事態に再考を迫るできごとが相次いで

いる。国内的な経済不況は長期にわたり、地方都市の沈滞や就職難など、国民が安心でき

ない状況が続いている。また、物質的な豊かさを求めてきた生活のいつぽうで、道徳など

の価値観が多様化し、国民の精神的な豊かさの貧困が指摘されるようになった。さらに多

くの環境問題が引き起こされてきた。それらの諸事象に対し、今や追いつくモデルを持た

ない日本は、先進国として解決に当たり、経済発展に代わるモデルを自分たちでつくり出

していかなければならないといえるだろう。そして、紛争、環境や経済など多くの国際協

調力ざ必要とされる場面において、国際間の協力の中心としての日本の取り組みが、世界か

ら期待されるつつある。そのことは教育の分野でもしっかりと考えられなくてはいけない。

これからの日本では、経済や技術などの競争力と、世界を平和に導く協調性の両方にバラ

ンスのとれた力の育成が必要である。広い視野を持ち、冷静に事態を分析し、積極的に行

動できる能力が求められている。そのためには、 さまざまな集団や地域における構成員と

しての自覚を持ち、市民社会の一員として自分を見つめさせる教育が大切である。

だが、今の高校生を考えてみたとき、こうした教育の実現は簡単ではない。大衆消費社

会に組み込まれて消費のターケットとなった高校生がまず関心を向けるのは、 ものを所有

することと、消費をするためのお金であることが多い。個人的な欲望を刺激され続ける結

果、現実主義に傾き、刹那的な生き方を選ぶことも多々ある。 日本社会は、経済発展に代

わるモデルカざない状況下で、将来の夢や明確な目標を持ちにくい状況にある。同じように

生徒たちは、学ぶことの目的意識を見失い、 自ら学ぼうとする意欲が低下して、授業を受

け身にとらえているようである。授業中に論理的な思考を求めても、そつぼを向いたり、

携帯電話に集中するいった場面がある。自分中心に考える習慣から抜け出せないの力雰、一

部の高校生の状況である。

一方、生徒の多くは、情報通信手段に親しみ、海外経験に関する希望など、国際交流に

強い関心を持っている。また、ボランティア活動への参加など、機会があれば社会参加や

社会貢献に強い意欲を持とうとする禎極的な面も見られる。このように、理想と希望にあ

ふれた生きがいのある生活を送ろうという気概に満ちた生徒もいるのである。一見刹那的
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に生きているように見えながら、彼らも真剣に人生を考えている。

2．研究目標

このような状況を考えてみたうえで、今年度の研究目標を表題のようにおいた。すなわ

ち、生徒が彼らの実体験と照らし合わせながら、授業に主体的に取り組む場面を多くつく

ることで、その授業を通して、生徒が市民社会の一員として成長・発達することを促した

い。公民科こそがその期待に応える教科である。 『高校生の心理jという書籍の中で次のよ

うな記述がある。 「高校1．2年生の時に『現代社会」や『倫理』 という授業の中で人生に

ついて考えた哲学者などの思索の成果をコンパクトに学ぶのはとても有意義であると思わ

れる。個別性の自覚が出てきて、 自分の人生はかけがえのないものだと考え始めるこの時

期に…受験に関係ないからといって、…難しすぎるからといって諸思想の授業が熱心に行

われていないのは高校生にとって大きな損失であると思われる｡」 （落合良行（筑波大教

授)、大日本図書より引用)。われわれにとって勇気の湧くことばではないか。この研究会

を通して、社会の変化の中で、市民社会の一員として授業で何を学ばせるか、主体的に何

を学んだらいいのかといった公民科の意義への問いに対し、われわれ教員も何らかの答を

見つけだしていきたい。

［研究体制］

上記の目標を達成するために、以下の分科会において、生徒が関心を持って取り組んで

いける授業実践を収集し、公表しあう。

［第1分科会］ 『現代日本の政治経済、国際社会の分野における教材開発と授業研究』

特に、生徒に近くないと思われやすい分野に対する生徒の関心を高めさ

せる授業の実践例と研究。

［第2分科会］ 「先哲や現代に生きる倫理の分野における教材開発と授業の研究j特に、

青年期、環境、生命倫理をはじめ現代社会の諸問題や先哲を、生徒の関

心のレベルに引き寄せた授業の実践例と研究。

分科会の枠を越えた研究や、他の研究会との共同研究も視野に入れた、実りのある研究

活動を実施する。ぜひとも多くの先生方のご協力を仰ぎ、活発な活動をしたいと思います。
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II平成15年度研究活動報告の概要

｢罰団5月16日 （金） 総会並びに研究大会
会場：麹町学園女子高等学校

(1)総会

議事

会長挨拶 会長喜多村健二

平成14年度会務報告 東京都立北野高等学校廣末修

平成14年度決算報告並びに会計監査報告 東京都立北野高等学校廣末修

平成15年度役員改選並びに事務局構成 会長喜多村健二

平成15年度事業計画案審議 東京都立北野高等学校廣末修

研究計画案審議 東京都立西高等学校 岡田信昭

平成15年度予算案審議 東京都立北野高等学校廣末修

(2) 研究発表並びに研究協議

①平成14年度研究活動の総括 平成14年度都倫研研究部

②研究発表

「地域との連携をふまえた土曜日の活動について」

帝京中学高等学校魚山秀介

(3)分科会構成

(4)講演 「技術と倫理」

鳥取環境大学学長加藤尚武

｢棗~面~面1 ］0月'7日 （金） 第1回研究例会
会場：東京都立航空工業高等専門学校

(1) 公開授業 「宗教と人間」 （3学年「倫理｣）

東京都立航空工業高等専門学校和田倫明

(2) 公開授業についての研究協議

(3) 講演 「なぜ人は倫理を必要とするのか」

評論家小浜逸郎
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｢蕊~§~団2月20日 （金） 第2回研究例会
会場：東京都立墨田川高等学校

(1)公開授業

「地球時代・地球社会の倫理一差異と平等・公平であること－」 （1学年「倫理｣）

東京都立墨田川高等学校泉谷まさ

(2) 研究発表並びに研究協議

「観点別学習の評価規準一指導・学習と評価の一体化を考える－」

東京都立府中西高等学校大山敏

(3)講演「『倫理」への一試論一『君死に給ふことなかれ」与謝野晶子、平塚らいてう、

石牟礼道子ら先駆者たちに習って一」

東京都立墨田川高等学校泉谷まさ
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1I1研究例会報告

平成15年度東京都高等学校公民科「倫理」 「現代社会」研究会

総会並びに研究発表大会

平成15年5月16日 （金） 麹町学園女子高等学校

次第

1 ．開会

2．会長挨拶

3．議事

（1）平成14年度会務報告

（2）平成14年度決算報告並びに会計監査報告

（3）平成15年度役員改選並びに事務局構成

（4）平成15年度 1 事業計画案審議

2 研究計画案審議

（5） 平成15年度予算案審議

（6） その他

4．研究発表並びに研究協議

①平成14年度研究活動の総括 平成14年度都倫研研究部

②研究発表「地域との連携をふまえた土曜日の活動について」

帝京中学高等学校魚山秀介

5．分科会構成…分科会登録、世話人選出

6．講演「技術と倫理」 鳥取環境大学学長加藤尚武

7．閉会

平成15年度事業計画

1 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第42集の刊行

2 研究会報の刊行 「都倫研会報」第66号の刊行

3総会並びに研究発表大会平成15年5月16日 （金） 麹町学園女子高等学校

4 研究例会の開催

◇第1回 10月下旬

◇第2回平成16年2月中旬

5 研究分科会 2分科会構成で各々3～4回を予定

6 その他
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平成15年度役員改選並びに事務局構成（下線は新任・敬称略）
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役員 氏 名 （所 属）

会長 喜多村健二（国分寺）

副会長 辻勇一郎（荻窪)、及川良一（向島工業)、水谷禎恋（西）

会計監査 三宅幸夫（青烏養護)、山本正（代々木）

常任幹事 葦名次夫（忠生)、泉谷まさ （墨田川)、大谷いづみ（学大附属大泉校舎）

工藤文三（国立教育政策研究所)、佐良土茂（九段)、平沼千秋（農業）

本間恒男（青梅東)、増渕達夫（都教育庁)、西尾理（小平西）

幹事 新井明(Ifl立)、石井杉生（都教育庁)、岩橋正人（工芸)、

大野精-(II肖海総合)、岡田信昭（西)、岡田博彰（蝋多摩)、

岡本重春（光丘)、蕪木潔（水元)、上村肇（都教育庁)、黒須伸之（竹台)、

小泉博明（麹町学園)、幸田雅夫（玉川聖学院)、河野速男（鷺宮)、

小島恒巳（都立大附属)、小寺聡（南多摩)、小林和久（日大二高） 、

紺野義継（正則)、斎藤晴子（館)、坂口克彦（目黒)、佐藤幸三（鷺宮)、

杉本仁（南多摩)、関根荒正（府中東)、田久仁（新宿)、

多田統一（葛西南)、立石武則（府中工業)、富塚昇（晴海総合)、

徳久寛（玉川)、西川一臣（桐ヶ丘)、仁科静夫（小金井北)、

原田健（国分寺）平井啓一（井草)、廣末修（北野)、福田誠司（富士)、

藤野明彦（国分寺)、伏脇祥二（代々木)、古山良平（学大附)、

町田紳（羽田工業)、水堀邦博（荻窪)、皆川栄太（小平)、

三森和哉（調布北)、宮澤眞二（井草)、宮原賢二（港工業)、

村野光則（お茶大附属)、諸橋隆男（大妻中野)、古野明（鴎友学園)、

吉野聡（学大附属)、和田倫明（航空高専)、渡辺勉（小石川)、

渡辺範道（足立)、渡辺洋（小松川)、渡辺安則（飛鳥）

顧問 小川輝之、蛭田政弘、井上勝、細谷斉、佐藤勲、岡本武男、船本治義、

増田信、G.コンプリ、尾上知明、渡辺浩、中島清、佐藤勇夫、寺島甲祐、

鮎沢真澄、井原茂幸、道広史行、酒井俊郎、鴫森敏、金井肇、沼田俊一、

山口俊治、勝田泰次、永上津朗、伊藤駿二郎、菊地尭、杉原安、小川一郎、

秋元正明、木村正雄、中村新吉、坂本清治、宮崎宏一、大木洋、成瀬功、

小河信國、小嶋孝、新井徹夫、海野省治



平成15年度都倫研事務局（敬称略）
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都事務局長 腰末修（北野）

都研究部

部長

副部長
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総会〔研究発表〕

地域と学校の連携をふまえた土曜日の活動について

－市民活動学習推進センター“いたばし”の取り組み、及び帝京高校との連携を事例として－

帝京中学高等学校 魚山秀介

はじめに

本報告では、学校と地域がどのようにして連携するかとの課題について豊富な実践経験

があり、学校現場における「総合学習」を積極的にサポートする目的で発足した「ボラン

ティア･市民活動学習推進センター“いたばし"」の取り組みに着目し、その意義やこれま

での活動内容を紹介する。また、筆者の勤務校である帝京高校が実施している土曜講座｢い

たばし学」と地域の連携について具体的に報告することにより、①高校生が公共性をふま

えた健全な市民的資質を培うこと、②グローバル社会において、他国の愛国心を尊重しな

がら、 自国に対する誇りをもつこと、以上の2つを主な目的とした、土曜日における生徒

の活動について提案した。

学校はどのように地域との連携をはかるべきか

「学習推進センター｣が地域の様々な社会的課題を解決してゆこうとする、今までの活動

実績に対し、教員である私としては驚嘆するばかりであった。また、 「学習推進センター」

の会員力ざまさに手弁当であるにもかかわらず、約20年にもわたり様々なボランティア活動

を継続してきた原因は、行政からの「押し付け」ではなかったからであろう。彼らの発想

は学校との連携の際に必要不可欠のものであり、今後の学校と地域を結ぶ連携機関として

の役割を考える際に、注目に値するものである。

以下、地域と学校の連携をふまえた、あるべき土曜日の活動について、その課題を述べ

る。

1 学校の学習内容や目的を、地域住民にも理解できるように明確化し、 「総合学習｣は

地域との連携力ざ容易である土曜日に集中すべきである。

2 土曜日における生徒の活動については、学校と地域が共同でプロジェクトを組むべ

きである。社会教育とも、学校との独自性・独立性を尊重しつつ連携する。

総括すれば、生徒の活動に関しては教員の参加が不可欠であり、いわゆる地域への「丸

なげ」は受け入れ施設の混乱を招くばかりである。今こそ、学校がやるべきことを教員自
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身が再認識したうえで、学校と地域を結ぶ連携機関に教員が積極的に参加し、学校と地域

の双方の立場を理解しあうことが最も重要であろう。

【註】

本発表は、拙稿「地域との連挑をどうする？－地域のボランティア団体が立ち上げた総

合学習支援センターの取り組み－｣(宮崎猛編著『必ず成功するボランティア･奉仕活動オー

ル実践ガイド』明治図書, 2002年7月所収）を大幅に加筆したものである。
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総会〔講演〕

技術と倫理

鳥取環境大学学長 加藤尚武

1 ．技術倫理とは

私が研究しているのは「応用倫理学」 といいまして、倫理学の上にいろいろと肩書き力ざ

つくようなかたちのものです。昔ながらの純粋倫理学をやっている人からすれば、少し見

下して倫理学の二流品であると思っている人も多いらしいようですが、本当はそうではな

くて、 カントだってヘーケルだって応用倫理学であって、 こちらのほう力ざ倫理学の主流で

あると私は思うのです。

そのなかで、少し変わった領域が「技術倫理」という領域です。現斑、技術倫理に関す

る教科書はすでにできておりますが、 これは、技術全体の倫理的な評価を下そうというも

のではなくて、技術者の心がけをどう持ってもらおうかというもので、 「技術者の倫理｣と

いう特殊な形をとっているわけです。 日本でいえば、弁謹士、 ジャーナリスト、医師の倫

理規定などがありますが、そういう職業倫理としての技術者倫理というものが、今話題と

なっているものです。なぜそれが話題になっているかといいますと、技術者個人が責任を

負わなければならないような事例が増えてきていることがあります。例えば、雪印の工場

から毒性をもった製品が市場に流れる。それは、会社の責任なのですけれども、同時にそ

れはその中にいる技術者個人の責任でもある。そして、会社が命じたことだからといって

危険を承知で製品を外に出した時に、果たしてそれは、技術者個人の責任は免除されるの

かという問題が起こります。また、エイズの血液製剤の場合には、厚生省の役人は有罪に

なって、その使用をアドバイスした学者の先生は無罪になった。細かい話は別として、安

全の管理に対して、官庁は患者力ざ発生した責任を負わされる。 というように、一人一人の

技術者や専門家に責任が負わされる事例がどうしても避けられなくなってきているのです。

私自身はこれまで長い間、代理母を認めていいかどうかや、他人の卵子を使っての出産

に関する許容条件などの生殖補助医療の倫理的な審議を5年間行ってまいりました。 しか

し、厚生省の報告書では、 さも結論ｶ出たようになっていますが、実際に簡単には結論な

んか出ない。そうなると、常にそのような問題について国民的議論が可能になる条件をつ

くっておかなければならない。そういう場合に、 どういう判断枠が実際に使えるかどうか

を、ほとんどすべての人力ざ「ここまではわかっている」という状況が必要なのではないか

と考えています。ですから、私はすべての高等学校で応用倫理学を教えられるという状況

をつくっていかなければ、国民の合意形成は不可能であろうと思っているわけです。

例えば、原子力発電所の設置の可否についての住民投票などについても、投票は大事に
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しなければならないですが、実質的にどこまで本当に投票が合意形成になっているのかど

うかとなると、事前にどの程度原子力発電所の安全性についてのコンセプトカざしっかりと

つかまれているかどうかが重要となってきます。アメリカの応用倫理学は、大体国民の合

意形成の準備となるような判断枠を大学レベルで教えておくという体質力ざかなりあって、

アメリカの様々な社会問題についても、だいたい理論的には大学で判断枠を教わって、そ

れが、社会的な合意形成に役立っているという形になっていると思います。

2 ．技術倫理の標準問題

現代の問題は、かなり技術の問題が多くて、先ほど述べた医療技術の問題や情報技術の

問題もあります。いつか大島渚さんとの雑談のなかで､昔は007しか持っていなかった携帯

電話を、今は皆ｶ罫持っている時代になったという話になりましたが、昔は映画の中でしか

なかったモノが、今はほとんどの高校生力ざ待つまでになりました。さらに、その携帯電話

も、単に音声だけでなく文字情報やテレビなどの画像を送信できるなど、電話という形の

なかにあらゆる情報を上乗せできるまでになってきています。 またさらに、デジタル通信

が発達すれば映画一本などの密度が高いものさえも忠実に受信できる状況になるであろう

といわれています。例えば、私が持っているCDで｢ファストマスターズ｣というものがあ

りますが、 これは世界中の哲学者の全集を集めた大きなものです力ざ、 コンパクトディスク

2枚に納まってしまう。これが100枚あっても居場所に困ることはありません。 100枚あっ

たら、普通の図書館レベルの情報を全部入れておくことができるわけですが、つまりこれ

は、一人一人の人間が図書館一つを持って歩いているのと同じような情報処理能力を持っ

ているということになります。そういう時にどういう社会的変化が起こるのか。結局、技

術が開発したものが、社会をどんどん動かしていくということをどう考えたらよいかとい

う問題が起こってきているということになります。

この技術に関しての哲学的議論は、いろんな議論が20世紀初頭から起こってきました。

19世紀には技術論はほとんどないといってよいくらいだと思います。20世紀になって最初

の技術論が出てきます。例えばカントは、 『純粋理性批判」と「実践理性批判』と「判断力

批判』というのを書いて、真と善と美について議論を組み立てて、科学的な真理、道徳的

な価値、芸術的な価値というものをおさえておけば、人間の精神の全体図がつかまえられ

ると思ったのでありますが、その中に「技術」がどこにも入っていない。ヘーケルの『エ

ンチュクロペディー』という本は、人間の知的作業を全部網羅した著作であるといわれて

いますが、 ここにも「技術」に該当する項目はどこにもありません。結局18世紀から19世

紀にかけての哲学者は、人間の精神の全体の地図をつくるという作業をずいぶんやってき

たのではありますが、 どういうわけかそこには「技術」という枠組みが入っていませんで

した。20世紀の初頭になって、これはおかしい、 「技術｣とはいったいどこに入るのであろ

うという疑問が起こって、それが技術論の始まりとなったのです。
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ところが、 20世紀の中ごろよI)手前、 1938年にチャップリンの『モダン・タイムスj と

いう映画が作られます。チャッブリン自身は、 まさかそんなに技術論の哲学的な本を書く

つもりであの作品を作ったわけではなくて、初めてのトーキー映画で観客の目を引くこと

を考えて、最初、 月世界でジャンプしながらいろいろなことが行われる映画を作ろうとし

たのです。 しかし、技術的に難しいので結局ローラースケートに乗って給仕さん力ざ物を配

るとか、ダンスをする程度におさまってしまいました。同時にその時、新聞記者からシカ

ゴの自動車工場で大屋のノイローゼ患者が出ているという話を聞かされて、チャップリン

は相当深刻に受け止め、その原因を考えな力ざら大きな歯車のなかに人間が巻き込まれて動

いていくあの画像を作ったのです｡それと前後して､人間力§機械の一部分に変わってしまっ

ているのではないか、人間が個人として生きる生き方を奪われて羊の群れみたいになって

いるのではないかという議論がありました。 しかし実は、人間力欝羊の群れのようになって、

受動的に盲目的に皆と一緒になってついていくというイメージは、ニーチェの著作の中で

何度も何度も出てきていて、人間を「畜群」という形で表し、羊のような人間力欝出てきて

いるということをニーチェは何度も言っています。チャップリンカf作った地下鉄の中に吸

い込まれていく人間の背中と羊の群れが重なった画像がありますが、おそらくチャップリ

ンはニーチェを読んでいなかったのではないでしょうか。ニーチェとはまったく独立に先

ほどの画像を作ったのではないかと思います。そこに、ニーチェだとかキルケゴールだと

か、 19世紀の末に人間の強い内面的な個性を主張した人々の考え方に対し、工場労働者だ

とか組織の中に巻き込まれてしまった人間とを対比して、人間性力ざ喪失してしまっている

のではないかという問題意識で書かれた技術論が増えてきたわけです。

しかし、チャップリンのモダンタイムスを見ると、一人でネジを回すだけの仕事をずっ

と一日中やっている、食事まで機械仕掛けで無理やりに口の中に押し込まれるという場面

が描かれているのですが、現在そういう風景があるかと言われればそれはあI)ません。最

近ではベルトコンベアーに製品を載せて、一人一人皆単純作業で部分的な作業をやって、

だんだんと組み立てられていくという製造工程をやめて、一人の労働者がすべての製品を

作るという方式に切り替えてきたところが多いわけです。これは会社の説明をみると「コ

ア・システム」といって､一人用に全部道具のセットがあって組み立てを完成させるもの

です。現場の人はこれを｢屋台｣といっています。 しかし、 これによって技術に対する人々

の恐怖が無くなってきたかというと、そうではありません。むしろ、そういう大量生産、

大量消溌、大量廃棄を生み出していくという技術よりも、世界中でたった一人しかやった

人力ぎいないとしてもクローン人間を作るという技術や、生殖補助技術での代理母に関する

技術の方が非常にショックなわけです。そういう技術は5万人に1人とか10万人に1人と

かであって大量生産されるわけではないけれども、 まったく今まで人類の歴史にはなかっ

たような生命工学的な技術というのは、そこからいったい何が出てくるのだろうかという

ことに対する非常に強い不安をわれわれに掻き立てるわけであります。それはなぜかとい

えば、その技術の中に含まれている様々な要素がわれわれの日常生活にどういう形で浸透
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してくるかわからないけれども、少なくとも今までのプロセスでいえば、ある局部的な部

分から始まった技術は、いつのまにか社会全体を変えていくという力をもっているわけで

す。

だいたいの技術は、古い社会の中ですでに使われていた道具の一部分を差し替えたもの

という形をとっているわけです。カメラを例にとってみると、 もともとは「カメラ･オブ・

スキュラ」といって、 レンズで遠くの景色を紙の上に写し取って、それを絵描きが線でな

ぞって書くというやり方でした。 ところがそれが19世紀になって、手で写すのではなくて

化学薬品を塗って光を当てれば化学変化を起こすので、手で写すという作業を自動化でき

るのではないかと考えてカメラという新しい技術が生まれたわけです。それは手書きでや

る部分を化学処理に置き換えたものです。その時には、それを使う人はごく少なかったし、

絵描きがそれによってすごく楽になるというわけでもありませんでした。 ところが今では

誰もがカメラを使うことができるようになったわけです。

自動車の場合ですと、晶初は馬なし馬車と言われていたことからもわかるとおり、馬車

の馬をはずした所にエンジンだけの車を取り付ける形になっていました。そのうちそれが

必要ないということがわかり、エンジンが車に内蔵された形が出来上がったわけです｡1900

年あるいは1890年代の自動車の中には、エンジン部分が馬と同じように外に取り付けられ

ている形のものがありましたが、 1909年にT型フォードができた時には、 もうボックス型

といって現在の自動車の原型力:作られました。その時にはまったく特権階級の人たちだけ

が自動車に乗るという生活で、ちょうどそれは馬車を持つ人とおなじような階層の人たち

であったわけですが、T型フォードができることによって自動車力ざ一般大衆のものとなり

ました。すると今度は、 自動車なしには交通体系は考えられないし、生活形態も考えられ

ないというような状況にまで変わってきました。そういうふうに、既成の社会の中の一部

分が機械化され、機械化されることによって大衆化され、大衆化されることによって今度

は、今までは特殊な領域で使われていたものがすべての領域で使われるようになったので

す。

例えば、 インターネットの加入率は現在日本では44％ですが、 これがやがて80％や85％

になると、東京都知事や国会議員の選挙で、投票率を高くするためにはインターネットで

投票できる仕組みをつくるべきであるということになってくるでしょう。その場合に何が

起こるかというと、同じ人が重複して投票しないかとか別人が身代わりになって投票して

しまうのではないかとか、投票の秘密が漏れるのではないかといった、今まで紙の投票用

紙では安全性が確保されていたものが、 インターネットでの投票の際にも安全性の確保が

技術的に可能かどうかｶぎ間われてくるわけですｶ、今でもこれは技術的には可能なのです。

ですからやろうと思えばいつでもできるわけです。それでは、いっそのこと国会なんかを

やめて、すべてインターネットにおいて、毎日国民投票を行ってはどうでしょうか。外務

大臣が3日や2時間で変わったとか、大臣なんか要らないなんてことにもなりかねません。

普及率44％のインターネットが、 50％を越えるあたりから社会全体が合意形成について
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まったく新しい道具を待つということになるわけで、 これは非常に大きい社会的な変化に

なるだろうと思うわけです。 ところが、そういう社会的変化がどういう風に起こって、 ど

ういう風に導入されてくるかについては、ほとんどわかっていません。いろんな形力薮あっ

てまったく見当がつかないという実情力ざあるわけです。

3 ．技術の導入問題

そこで技術についてのいろいろな問題を考えてみますと、私はまず導入問題があるので

はないかと思うわけです。どういう風に技術というのは導入されてくるのか。一旦導入さ

れると止まらなくなってしまうという不安が非常に強いわけです。例えば、 日本において

人工妊娠中絶が始められたのは昭和23年で、その時なぜ人工妊娠中絶が始められたかとい

うと、それは食料難で、給食を子供たちに与えることについて、給食を与えないと基本的

なカロリーが足りないという子供力：いて、 どうしても給食が必要だという声力ざ上がってい

たからなのです。 しかし、給食ですべてのカロリーを維持することはできないから、増え

すぎた人口をはじめから増えないようにしようということで、人工妊娠中絶というの力菅導

入されたのです。 しかし、現在では飢え死にする人もカロリー不足の人もいないのだけれ

ども、すでに定着した形で人工妊娠中絶ｶぎ使われています。

また、たとえば生命体について考えてみますと、今までは生命というのは一回だけで、

どんな生命でも一度死ねば二度と戻らないという一回性というのが考えられていました。

また、生命というのは人工的に造り出すことができないという非人工性があります。それ

から生命の特徴として全体性というのもあります。例えば、私の指を切り落としてしまえ

ば、それはもはや指として機能しません。必ず全体としてまとまった形ではじめて生命と

して成り立っているという全体性も重要なことです。この生命の一回的であって全体的で

あって非人工的であるという生命観というのは、何年くらい続いてきたかと言うと、人類

が始まってからみんなそう思ってきたわけですよね｡.｢ソロモン王といえども野のユリ、空

の烏を作り出すこと力ざできない」と新約聖書にも書いてあるわけですから、聖書でも生物

というのは非人工的なものであると考えていたことがわかります。

生物や生命の全体性力:強調されたのは、ケーテなんかの時代で18世紀から19世紀にかけ

てでありますけれども、 ところカゴ今は、私の細胞を培養して私の細胞から私の体のすべて

の部分を再現することができるような細胞を作り出すことができるようになっています。

例えば、アメリカの有名なヒーラー細胞のように、 ヒーラーさんの死後何年にもわたっ

てがん細胞が保存し使われています。いずれは人工的な生命ができるかもしれないし、部

分的に生命を保存して培養して再利用することもできるわけですから、 これは生命につい

て人類の歴史始まって以来のまったく新しい考え方なのですが、別にみんなが納得してい

るわけでもないのに、どんどん入ってきてしまっています｡ですから技術というのは、まっ

たく人類の文化史上あり得なかったようなものの考え方や原理というものが、技術という
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扉を開けておくと、そこからどんどん入ってきます。それについて人間は、後からどうす

るのかということになって、前もって対処できない状況に追い込まれてしまっています。

これが、技術の新しい文化を平気で導入してしまっている導入IIII題なのです。

4．技術の弊害問題

また、 これまで技術についていろいろな弊害問題が指摘されてきています。例えば

チャッフ･リンのいったような人間力:機械の一部分になってしまっているという弊害もあり

ますけれども、 もっと直接的な水俣病が発生したことや、チェルノブイリの原子力発電所

の事故によって大量の甲状腺がん力ざ発生したこととか、最近では茨城県で埋蔵されていた

旧日本陸軍の毒ガスの影響で、子供に知的障害が発生しているといったことがあります。

こういうふうに、弊害問題というの力ざ技術の非常に大きな問題なのですｶ、弊害の中に私

は三種類あるのではないかと考えています。それは、一つは直接的な人体に対する被害と

いう意味での弊害、 もう一つは、例えば人間が機械化されてしまうであるとか、人間が個

人の自発性を奪われてしまうであるなどの人間学的にみた弊害、三番目が代理母であると

かクローン人間を造るだとか、今までの人類の中では行なわれてこなかったような、いわ

ば倫理的な空白地帯が生まれてしまうという弊害の三種類があるのではないかと思うわけ

です。

このII』で、今私たちｶゴ直面しているのはむしろ第三の弊害問題、つまり人体に直接危害

の起こるような技術開発だとか技術的な弊害というのは、 まだ不徹底であるけれども予防

する原則が確立されていると思うのです。それは、確かブラジルのリオサミットだったと

思うのですｶｮ、 「プレコーショナリティ・う。リンシプル」が確立されて、特に巨大な危険に

ついては予見する義務があるということになった。カナダ沖で大型タンカーが壊れて重油

が流れ出て2万ヘクタールカゴ汚染されたという事故がありました。その時、船舶会社は予

測していなかったと主張しましたが、今後は予測する義務があるということに考え方を切

り替えることとなりました。第一の危険問題については、現実的にはまだ対処力訂できない

にしても、少なくとも予測する義務があるという形で人類としては基本的な姿勢を確立す

るところまでは来たのではないかと思われます。

ところが、第二番目の人間性を奪われるなどというのは、あまりにも暖昧なので、これ

はそっとしておくよりしょうがない。ただ、チャップリンがl.モダンタイムス」で描いた

ような形の弊害というのは、工場の形態そのものが変わることによって弊害がなくなりつ

つあります。

第三の問題、例えば豚の臓器を培養して人間の体に埋めるというような技術開発ですが、

これは「異種移植」と呼んでいますが、今後21世紀に開発される生命工学の基本的な形は

「異種移植」であるという考え方があります。 もちろん豚の臓器を丸ごと切り取ってきて

人間の体にはめ込むとか、豚の心臓は人間の心臓と大体同じ大きさですから、免疫抑制剤
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を使用しなくても済むように人間に細胞の組織が似ているような豚を造って、その臓器を

埋め込むというような臓器を丸ごと移植するというものもあります。 しかし、そうではな

くて、遺伝子操作をしたある細胞の何グラムか、ほんの値かなグラム数ではありますけれ

ども、それを皮膚の下に埋め込むかたちで、他の動物の中で操作された組織を人間の中に

入れることによって治療効果を上げるのｶず可能ではないかといわれているわけです。例え

ば、 「胚性幹細胞｣という細胞を使って、いろいろな臓器が部品別に作られるという見込み

が立てられましたけれども、最近ではその成功のニュースがずいぶんと入ってきて、いろ

いろな臓器を作りこれを移植するわけです。

最近SARSが問題になっていますが、これは広東省で生まれたといわれていますが、こ

の病気は、たぶん動物を食べる習慣から来たのではないかと思われます。例えば、私は中

国の南西部に行った時に驚いたのです力:、注文すると目の前でさばいて猫を食べさせてく

れます。その他にもウサギだとかヘビだとか、あらゆるものが食用に供されていました。

エイズがミドリザルの中のウイルスが人間の体に移ったとき、 ミドリザルの中にいたとき

は安全だったウイルスが、人間の体に入ったとたんにエイズを作り出すウイルスに変わっ

たというのがエイズの発生原因説ですが､今度のSARSも人間が食用にしていた何らかの

動物の中にあったウイルスカ罫、そのままの形で人間の中に入ったことから始まったのでは

ないかと言われているわけです。ウイルスの特徴というのは、それが細胞の中に入ること

です。ばい菌の場合には細胞の外にいて細胞にいろいろと悪さをするわけだけれども、ウ

イルスの場合には体の中に入ります。 したがって、ウイルスの入った細胞をやっつけると、

人間の生きた細胞そのものもやっつけなければならないというので、ウイルスに対する対

策というのは抗生物質を使うというのも限界があって、非常に難しい薬品の選択を強いら

れていくわけです｡今回もSARSに対してエイズの治療薬が可能だと言われましたけれど

も、これはSARSの増殖機能を抑えるという作用もあるのではないかといわれていて、こ

れは当然のことではないかと思うわけです。 もうひとつは、ウイルスの場合は、つねに突

然変異を起こしているということがあります。ですからミドリザルの体にいたウイルスは、

人間の体に入った時に、すでに突然変異を起こしているわけで、つねに突然変異を起こし

ていて同一の形をとっていない。エイズウイルスについても、あるタイプについて治療薬

を開発すると、それが使われるようになったときには、 もうエイズウイルスそのものが突

然変異を起こしていて別の形に変わっていることになります。

そのように21世紀の細胞工学の技術力ざ「異種移植」という形をとるとすると、それは第

二のエイズ、第三のSARSというようなものを絶え間なく生み出す危険をおかしながら、

細胞工学や生命工学が維持されていくわけです。 1890年代に人類が開発してわずか100年

しか経っていない殺菌という病原体対策の方法は、人間の体の中で病気を引き起こす外か

ら入ってきたばい菌を殺せば病気の治療ができるというものですが、 これは、生きた細胞

をそのまま体の中に移植するという医療方法の中では使えないわけです。ですから、殺菌

という方法は使えないという中で安全性を確保しなければなりません。
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その場合の安全性というのはいったい何力§拠り所となるのかということ､｢カクリトプレ

サビリティ」。これは追跡可能性のことで、どこから来たのかという系譜を全部追うことが

できます。例えば、狂牛病の場合何が問題だったかというと、その牛ｶず食べた餌がどこか

ら来たかという系譜力ごわからないと対策力：立てられない。 ところｶず書類なんか保存されて

いませんから、 どこの牛から取ったものなのか全然餌の発生源がわからないのです。そこ

で21世紀型の生命工学の安全性というのは、殺菌消毒型ではなくて経過保存型力ざ新しい安

全の方法論になるわけです。そういうものに対して、我々は-1･分対応できるのかどうかと

いうのが問題になるわけで、つねに技術開発の弊害というものを予測し、予測された弊害

に対して先手を打って対策を取るということが、 この弊害問題での非常に重要な方式に

なっていくわけです。

5 ．技術の道具・中立性論争

ところ力ざ、 このようにいろいろな技術の弊害が指摘されると、必ず「道具・中立性論」

というのが出てまいりまして、 どんな技術にも必ず弊害があるんだ、 どんな道具だって人

を殺す技術にもなれば人を生かす技術にもなる、つまり技術は「諸刃の刃」であるという

「諸刃の刃論」というの力:出てきて、技術それ自体が悪いのではなくて技術を使う人間の

姿勢が悪いのである、 という議論が出てくるわけです。 しかし、例えばハンマーカざ、人間

の頭を叩き潰して殺したりもできるが釘を打つこともできるというように、ハンマーを打

つという単純な一つの機能を果たすためには、人間の体が必要です。ハンマーは、人間が

それを打ち下ろさなければ働かないという単純機能をもって、人間の体の外に置かれてい

て、人間の体を使うことによって目的を達成する単純作業用の道具です。その場合に、そ

の道具を人間ｶざどちらに向けて振り下ろすかによって善悪両方に使えることは確かです。

しかし、例えばコンピューターは何のために使えるかといったことを考えた場合、 コン

ピューターは少なくとも情報を処理するためにしか使えない。 さらに、電力供給システム

というものに選択の余地があるかといえば、それはスイッチを切るという以外に選択の余

地はない。つまり、技術というのはハンマーをどう使うかという決定が、使う人個人の自

己決定権に委ねられている場合だけではなく、例えば電力供給システムのように、それを

やめたならば実際に生活力:できず選択の余地がほとんどないというように社会全体を巻き

込んだ技術もあるのです。

それから、人間が自分で動かさなくてもいったん作り出した技術力ざ勝手に動き出してし

まうものもあります。例えば｢魔法使いの弟子｣という話がありまして、 これはディズニー

の『ファンタジア』という映画の中に出てきて大変有名になったものなのですが、箒に掃

除を命じた後に箒が勝手に掃除をするようなストーリーがあります。この原作はケーテな

のですが、ケーテはヨーロッパの民間伝承から見つけ出したのだと思うのですが、 自分で

生み出した魔法によって自分が翻弄され、魔法によって逆に魔法使いが困ってしまうとい
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うモチーフを記しました。止めようとしても止まらなくなってしまっているという事態に

なる可能性も非常に多いわけです。

6 ．技術の制度化問題

技術というのは単に人間が使っても使わなくてもよい道具という形をとっているのでは

なくて、技術それ自体が社会的な制度になっています。社会的な制度と一体化したものと

なっていて、決して単に人々はそれに対して自由に選択権を行使すること力ざできるわけで

はないということで、 「諸刃の刃説」に対して「制度化された技術論」という議論力㎡出てく

るわけです。これは、 どちらが間違っているとかどちらが正しいとかいうことではなくて、

技術はある局面においては「詣刃の刃」であり、単純機能の道具というのはそれを人間の

手が動かすことによって初めて使われるという形であり、 また電力供給システムの場合に

は社会全体によって制度化され規格化されたものであるわけです。

今、話題になっているユビキタス・コンピューターライゼングというのは、あらゆる電

気器具の中に数値制御のためのコンピューターが内蔵されているものです。例えば、エア

コンや洗濯機の中にも内蔵されている。 ところが、同時に自分の使っている数値を通信す

る機能や受け取る機能も持っている。こうして電気器具全体としてもっとも最適な電力消

費や快適な空間の維持をつくったりしている。この場合には、人間は自分で選択する必要

がなく、一度このようになってしまえば、 もうこれ自体が人間の生活環境や労働環境、動

作する環境すべてをコントロールする形になるのではないかと思われるわけで、そうなる

と技術ｶ㎡制度化され、人間の生活空間全体をコントロールする形で技術社会の未来像を考

えていかなければならないだろうと思うわけです。

7 ．技術の規制問題

そこで、いったいどのような制御体制を取るのかということですが、一番最初にこの技

術に対して態度を取った人々の!|!には、 1830年代の「ラッダイツ連動」というのをイギリ

スでやった人々がいて、機械の導入は失業者を生み出すので機械を壊せということで行わ

れたわけです。研究者によるとこれは大変な迫力であったし、知的なバックアップもあっ

たし、間違っているかもしれないけれども素晴らしい一つの連動であったという研究結果

もある。そういうことが行われたことも実際にはありましたが、今ではともかく機械化さ

れればそのメリットの方が大きいだろうとみんなが考えるようになってきています。例え

ば自動車産業については、宇沢弘文という経済学者が「自動車の社会的費用」という論文

のなかで、 自動車は本当に社会全体にとってプラスであるのかマイナスであるのかを厳密

に定量的に評価すべきであるという問題を提起しました。現在、約8300人ぐらいの人が自

動車事故で亡くなるわけで、 自動車によって得られる利益とそれによって奪われる不利益
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とは採算が合っているのかどうかという問題を出したわけです。 自動車にはそれだけ弊害

があるかもしれないけれども、実際には自動車力:ないと困る。救急車はどうするのかと。

救急車ｶずないと失われる命もある。自動車は事故死を生み出すけれども、救急車によって

救われる人の方が多いかもしれない。 ところ力ざ、例えば農薬によって亡くなる人は全世界

で300万人と言われています。本当に農薬はプラスだったのかマイナスだったのかを考え

ると、私は農薬の場合にははっきりとノーという結論が出るのではないかと思うのです。

そういうふうに、ある特定の技術について、それカゴイエスといわれるべきなのかノーとい

われるべきなのかについて、定趾的に評価することができるという問題が起こってきてい

るわけなのです。

例えば原子力発電の問題があって、 「もんじゅ」の発電所などを停止することについて、

東京都などでは停電が起こるかもしれないし供給制限が行われるかもしれないということ

が言われています。これについてどういった判断をしたらよいかという問題についてです

力ざ､私のところによく来る手紙には、 「原子力について何にも知らない裁判官が『もんじゅ』

は危険であると言った。あんなでたらめな判決を日本国民は許すべきではない｡」といった

論文なんかも送られてきています。けれども、原子力発電の場合には高レベル廃棄物が全

世界で約20万トン排出されるわけですが、 これは大した量ではありません。 日本で排出さ

れる廃棄物が年間5億トンとか4億トンといわれているのですから、世界全体で20万トン

というのはそれほどの量とはいえません。 しかし、その廃棄物を管理しなければならない

のですが、高レベル廃棄物の中には半減期が4億年なんていうのもありますから、実用的

な管理期間として一応穴を掘って1000年間は安全管理をするということになっているので

す。そうなるとどうでしょうか。国民投票をした場合に、皆やはり原子力発電がなければ

30％も電力を減らされたならば生きていけないし、甲子園の高校野球はどうしてもクー

ラーの効いた部屋で見たいのだから原子力発電は賛成である、 と国民投票で決まったとし

ます。その時、 1000年先の人々はまったく発言権がないということになってしまいます。

しかし、 1000年先にも廃棄物は残っていますよね。このように核廃棄物の問題と世代間倫

理の問題を結びつけて発言したのは、私が世界で最初だそうで大変名誉なのですけれども、

例えばそういう問題が起こったときには、いったいどうやってそれらを判断したらよいの

かという問題力ざ起こってこざるを得ないわけです。

すると私たちは、今までは技術について、その技術ｶ便利であればともかく門戸を開い

て実用化し、実用化された結果として社会がどんどん変革していっても、それはもう手の

施しようがないものという形で考えてきましたが、技術そのものが非常に大きく変わって

きているわけです。どういった点で変わってきているかといえば、一つは今までの技術と

いうのはどんなにやっても限界があった。限界があったというのは、 自然法則を利用して

技術というのは成り立つわけだけれども、 自然法則そのものが、ある一定の限度でいわば

地球全体のバランスを取るわけです。例えば、地球温暖化の問題がありますが、地球の温

度というのは、氷河期が何度続いても必ずある一定の範囲でしか変化していない。一方的

－23－



に温度力ざ上がり続けるということはない。 ということは50億年くらい続いて、たぶん温度

の調整機能が地球では働いているであろうといわれています。 ところが、その温度の調整

機能を破壊するような化石燃料の消費というのを人間ができるようになったのです。

あるいは核廃棄物の問題について考えてみても、物理的な反応の中では絶対に破壊する

ことのできない原子核というものがあるので、物理系というのは、ある一定の平衡の範囲

内でしか変化しなかったわけですが、核廃棄物といった、物理学の範囲内ではあり得なっ

たようなものを生み出したから、そこに廃棄物の処理といったまったく新しい問題が起

こってきたわけです｡あるいは臓器移植というのは､異種の細胞を受け付けないことによっ

て自分の体のバランスを保っていくという人間の体が本来もっている安全性を、人間が人

工的に壊すことによって新しい目的を達成するようになっています。

また、遺伝子工学というのは、遺伝子という普通の操作ではそれ自体は操作すること力ざ

できなかったものを操作します。遺伝子操作､臓器移植､核技術、そして地球温暖化といっ

たものは、ふつう自然界ではそれが神聖な領域として誰も動かすこと力：できないことに

よって、 自然界全体がバランスを維持しているようなものであったわけですが、それを破

壊することで人間は目的を達成するようになっています。これはまったく人工的に作り出

した自然界のあり方なのです｡ですから､堤防を築いて川の流れを人工的に操作するといっ

たレベルならば、洪水が起きても自然がまた元通りに回復してくれるといえるかもしれな

いけれども、技術がこのような段階までに達するとそうはいきません。核廃棄物を放って

おいても元のとおり放射線が無くなるなんて言えないですよね。

ですから、そういう自然界がもっている自然そのもののバランスの回復機能を破壊する

ような技術に対して、人間は自己規制しコントロールしなければ、この技術文化というも

のを安全に維持していくことはできないのではないかと考えるわけです。そこに、われわ

れは技術文化全体をどうしたら人為的にコントロールし、 これらを未来の世代にとっても

安全なものとして育てていくかという義務が発生しているのではないかと思うわけです。

それに答えるものが「技術倫理」であるといえるのではないかと思います。そして、生

命と情報の技術力罫一気に発達するであろうといわれている21世紀において、 まさに「技術

倫理」こそが、倫理のなかでもっとも重要な課題になるのではないか。そして今、私たち

の文化の中では、 「技術倫理｣というのは、大学の教材としても確立しているとはいえない

わけですが、 まさに21世紀の倫理の中で、最も重要な課題となるであろうと思うし、是非、

高校の教材の中でもこのような問題を扱えるようにして欲しいと思うわけです。では、私

のお話はこれで終わりにしたいと思います。 （拍手）
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この講演要旨は、去る2003年5月16日に麹町学園女子高等学校において行われた標題の

講演を、収録したテープをもとに再構成したものです。

（文寅＝都立足立高校渡辺範道）

講師紹介一

加藤尚武（かとう ひさたけ）

1937年東京都生まれ。東京大学大学院文学研究科（哲学) ｢|!退。現在、鳥取環境大

学学長。専門は生命倫理学、環境倫理学、応用倫理学。

著書に『バイオエシックスとは何かj『哲学の使命一ヘーケル哲学の精神と世界j (以

上、未来社)、 「環境倫理学のすすめ』 「応用倫理学のすすめj (以上、丸善ライブラ

リー)、 「20世紀の思想』 (PHP新書）ほか多数がある。
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第1回研究例会〔公開授業〕

高校「倫理」における「宗教と人生」の取り扱いと評価

東京都立航空工業高等専門学校 和田倫明

1 ．問題の設定

(1)授業と効果測定

「倫理」の授業を主として担当してきた私は、 「倫理」の授業が学習者にどのような影響

を与えているのか、常に関心を持ち続けてきた。 「人間としての在り方生き〃｣教育や、 「心

の教育」など、 「倫理｣授業ｶゴ果たすべき役割とそれに対する様々な意見が提示され、様々

な授業実践力r報告されながら、それらに対する実証的な評価がほとんど見られないことに

問題意識を持ち続けてきた。カウンセリング心理学を改めて学ぶために大学院に入り直し

てから、統計的手法を用いた効果測定の方法を授業に用いることはできないかと考えるよ

うになった。

(2) 授業内容としての「宗教」

「倫理」における「宗教」は、先哲思想として扱われ続けてきた。新学習指導要領におい

ても、 「人生における宗教のもつ意義」という扱いで、 「単に知識の集積として」学ばせる

のではないにしても、その基本的な枠組み、つまり考える手がかりとすべき思想という扱

いには遠い力ざない。 しかし、 「現代社会」においては、 「日常生活と宗教や芸術とのかかわ

り」という、 「倫理」とは異なった視点が示されている。ここには、宗教の①「思想」とし

ての側面と、②「生活文化」としての側面が現れている。 しかし、宗教には社会的存在と

しての③「教団」としての側面、 さらにはそもそも宗教心はいかにして生じるかという④

「宗教心」 としての側面、ほかにも歴史とのかかわりなど、多様な扱い方があり、 しかも

これらを関連付けて見ていかないと、現実の宗教的な現象の前に、 「倫理｣で学んだことは

部分的・断片的で無力なものにとどまる。

2 ．研究の経緯

(1) 「比較・解釈」作業による異文化理解学習

かつて「現代社会」の異文化理解の分野で、文化人類学のモノグラフをいくつか読ませ

ては、感想を読み合い、 さらに感想を書くという 「比較・解釈」学習を試みた。このとき

には、独自の社会的態度尺度と、 ロキーチの独断主義尺度を用いて効果測定を試みている。

これは、認知的アプローチが学習者の態度変容にどのように影響するかという観点で取り
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組んだ研究として、國分殿孝先生のご指導をいただきながら、私の修士論文となった。

(2) 「家族」の授業

異文化理解学習を通じて、 「家族｣のあI)かたに関心が深いことがわかり、 また学習指導

要領の改訂に伴い文化分野の扱いが減ったこともあって、次に「家族」についてモノグラ

フやドキュメンタリーを用いて「比較．解釈」学習を続けた。この過程で、課題ごとに比

較・解釈を繰り返していくのではなく、数課題まとめて行うことや、最後の場面でグルー

プ学習を取り入れるなどの試行を行った。効果測定としてはモラルジレンマなども試みた

が、比較的簡便で黙従傾向が出にくいと思われるSD法に行き着いた。

(3) 「宗教」の授業へ

かつて「オウム真理教事件」に伯面して、 「倫理の授業は何だったのか｣、あるいは「倫

理の授業でもっと何かできないか」 という問いを持たなかった倫理教師は少ないであろう。

また「9.11」などに直面して、 さらに宗教一般への無造作な忌避感を強めかねないという

危機感を持った教師も少なくないであろう。 しかしまた、オウムそのもの、 9.11そのもの

は、宗教をさらに超えたところに広がる問題を含んでおり、宗教テーマの素材としてはや

や重すぎた。

そこで、次のような展開を試みた。 まず「宗教とは何か」について、先の④「宗教心」

と②｢生活文化」としての側面を詳しく扱い、そこで誰も力:｢宗教心」を持ち、 「生活文化」

の中に宗教を保ち続けていることを自覚させる。続いて、①「思想」としての側面を学び

ながら、並行して③「教団」を今に生きる宗教の中に例示しながら、これらを統合する素

材としてのプリント教材やビデオ教材を用いる。これらの教材のポイントは、 「現代に生き

る人間が、 どう宗教にかかわっているか」である。たとえば仏教ではタイの出家した若者

のインタビューや、 タイのビジネスマンが出家修行を果たすドキュメンタリーを用いる。

これらについての感想を書かせ、読み合い、読み合った感想をさらに書かせるという、比

較・解釈の方法をとる。

(4) 効果測定の方法

効果測定には、オスグッドのSD法(SemanticDifferentialTechnique,意味差分法）

を用いることにした。これは40の形容語対を用意し、ある言葉、ここでは「宗教」が、そ

のどのあたりに位置するかを、 7件法で答えさせていくものである。これを理想的には年

間4回程度行って、 「宗教｣のイメージがどのように変わったかを、統計的に分析する。た

だし、実際には年3回の実施が今のところ限度である。
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3 ．研究の結果

「宗教｣テーマの授業は、 ここ3年、ほぼ同じ教材を使用して実施した。平成12年度には

授業の直前直後に、 13年度には授業の直前と学年末に、 14年度には直前直後と学年末に、

それぞれSD法を実施、結果を分析した。年度ごとの比較は難しいが、いずれも「宗教」

の認知に、有意な変化が生じていることが推測される結果となった。すなわち、 「宗教｣の

イメージが､[堅苦しい→気軽な］ ・ ［高価な→安価な］ ・ ［しつこい→さっぱりした］ ． ［退屈

な→興味深い］ ・ ［型にはまった→自由な］ といった方向に、有意に変化していることが統

計的に確かめられた。

4．今後の課題

果たしてこれらの変化は「倫理」授業の影響なのか、ほかの授業方法ではこれらの変化

は生じるのか、 13年度の変化の少なさは「9.11」効果かなど、実証はなかなか困難ではあ

るが、取り組みがいのある課題は残されている。他分野への援用もさらに試みてみたい。

5 ．研究授業・研究発表に関して

研究授業では、DVDを用いた｢仏教｣のビデオ視聴と、そのときに用いる記入用の｢視

聴シート」を使用するところをご覧いただいた。ビデオ視聴は、DVDを用いると、テー

プ使用に比べて、特定の場面を繰り返し見せたり、時間に合わせて途中をカットしたりと

いった操作が圧倒的に簡単になり、今後標準的になるものと思われる。

最後になりましたが、研究授業、研究発表と、長時間お付き合いいただき、貴重なご意

見を多く頂戴できたことについて、金井肇先生、小川一郎先生はじめ、ご出席いただいた

先生方にお礼申し上げます。

【主な参考文献】

(1) 岩下豊彦「SD法によるイメージの測定j、川島書店、 1983

(2) Rokeach,M.,Theopenandclosedmind・BasicBooks,1960

(3) 和田倫明「『比較・解釈作業による異文化理解学習jの指導上の意義｣、東京都立航空

工業高等専門学校研究紀要第29号、 1992

(4)和田倫明「『比較･解釈作業による異文化理解学習』が認知体制および社会的態度に及

ぼす影響の研究｣、東京都立航空工業高等専門学校研究紀要第29号、 1992

(5) 和田倫明（共同研究） 「高等学校公民科の授業の改善に関する研究｣、国立教育研究所、

2000
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第1回研究例会〔講演〕

なぜ人は倫理を必要とするのか

評論家 小浜逸郎

[都倫研講演会レジュメ］

1 倫理と道徳の違いについて（二重性）

道徳一ある共同体が明示している「規範項目」

個別的、命令的（汝なすべし、汝なすべからず）

倫理－よりよきこととは何かを考える営み。人生の長さ、関係の広がりを視野に入れ

る感覚や思考のあり方。抽象的、普遍的

→道徳を疑うことも倫理的であり得る

2 道徳は変わりうる

同時代の実例(ex.性モラル）

比較的長続きする「普遍的」な道徳一人類の共通の幸福追求にもとづく

道徳はある共同体にとってそのつどの社会的必然性を持つ

3 カントとニーチェの道徳観

カント ： 『実践理性批判』 『道徳形而上学原論」

「至上命法」の形式性について

①あなたの意志の格率がつねに普遍的な法則としても成り立つように行動せよ

②他人を手段としてだけ扱うのではなく、つねに同時に目的として扱え

→原理的だが、同時に具体性を欠く。 「内なる道徳律」の普遍性を信じた

ニーチェ： 『道徳の系譜」

「よい」は、本米勝者みずからの力を示す言葉だった。 「勇敢さ」 「名誉」な

ど。ユダヤ＝キリスト教的道徳は、力あるものを悪とするルサンチマンの産物

債権者と債務者の関係力f内面化して､神と人との関係に置き換えられるところ

に「良心のやましさ」力ざ生まれる。奴隷道徳の反対物ｶぎないことがニヒリズム

を生む

→系譜学的発想の画期性。 しかし相対主義に陥りやすい。同情や共感の否定が極端
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4 「なぜ人を殺してはいけないのか」という問い方

問いの自己術環性、霄えの無力さ、その心理学的性格。戦争、 jI当防衛、

問い方を変える→道徳（良心）の成り立ちを系譜として考えること

死刑制度など

5 共同体的人間観に立つこと

不安こそ良心の源→共同体の秩序維持と繁栄への意志が道徳の必要を生む動機

古い時代には、個人と共同体との区別・対立は暖昧だった。 「罪」よl)も「機れ」

現在でも本質的には変わらない→ヘーケル「他者の承認による自己承認」

6 なぜ人は倫理を必要とするのか

道徳相対主義は、倫理の必要性を抹消するか（ニヒリズムの推奨？）

一度相対化してから、再びその必要性を立て直すのが合理的（功利主義的？）。

①絶対化の危険を避けて，社会の流動性を確保する。

②いつもわれわれ自身力:倫理の必要を自覚しておくため。

日本の場合（二重性が目立ちにくい）－｢世間」というヨコの規範力への依存

「個人の絶対自由」的なイデオロギーの時代における倫理のあり方

①「義理、人情、蓋恥心」を支えるエロス的つながりの大事さを基盤とすること

②個人のアイデンティティは、共同体の相互承認抜きにはあり得ないこと

③性と労働のモードの使い分け一人類社会の秩序維持にとって根源的
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第2回研究例会〔公開授業〕

地球時代・地球社会の倫理

－－差異と平等・公平であること－

東京都立墨田川高等学校 泉谷まさ

日時:2004年2月20日 第6校時

学級： 1年A組（41名）

場所：東京都立墨田川高等学校第二校舎113教室

1 ．公民科学習の現状

本校では今年度からの新教育課程で、公民科科目はl年次「倫理」および3年次｢政治・

経済」 （全員必修)、 また2年次には「選択倫理｣、 3年次では「倫理演習」 「政経演習」 （選

択） （いずれも2単位）がおかれて学習されることとなった。 「現代社会」の内容について

は、 「倫理」 「政経」を学習することで補えるものと見なしている。進学型単位制高校とし

て、大学受験のための基礎力、応用力を高めることを期待され、新教育課程編成について

は多くの議論があった。その結果、何よりも自ら学ぶ意欲、幅広い学習関心などを高める

ために、いわゆる受験科目に絞り込まず教科の時間バランスを考慮し、公民科も4単位が

全員必修となった。

「倫理｣は高校で初めて接する内容も多く、科目名を聞いても何を学習するのかわからな

いという生徒が多数いる。そこで、学習目標・内容を次のように設定してみた。全員必修

の1年次「倫理」では、 「自分とは何か」－青年期の問題、 「現代社会と倫理」－現代

社会の特質と課題、社会の一貝としての考え方、生き方を中心テーマとし、倫理の基本思

想（例ソクラテス、 イエス、仏陀らの思想等）を学習する。 2年次「選択倫理」では倫

理思想の学習を深め、 3年次演習では、大学受験等の準備を考慮して問題演習を取り入れ

ながら、 さらに内容の把握と自己の考えを表現できるよう指導する。

どのような生き方をしたいか、 どのような生き方が期待されるのか、必要とされるのか。

生徒にとって大学受験という目前の目標だけでなく、視野を広げ、人間としての自立や生

き方を考え、その充実、深化を図るために、公民科目の学習はきわめて重要だと考える。

しかし、高度情報社会の進展のII!で大量の情報を適切に活用するよりむしろそれに翻弄さ

れがちであり、それだけに心身の発達、興味関心も個人差の大きい多様な生徒に対応して

その生き方、考え方に資するためには、 どのような学習内容・授業構成とするか、いまだ

試行錯誤が続いている。

-31-



2 ．公開授業について

現代社会は、戦争や紛争やテロの多発、地球環境問題や南北問題の深刻化、生命科学や

医療技術の適正な活用、いわれない差別の存在、エイズや新型肺炎などの蔓延等々多くの

緊急課題を私たちに投げかけている。国際化、情報化の進展の中で、多様な人間の生き方、

異質な文化との出会いと競合、葛藤を経験することも増えた。現代の諸課題にどう対応す

るのか、問題の改善、解決に向けてどのような考え方、生き方が新たに求められているの

か。 1年間の学習のまとめの時期になり、 これまでの倫理思想をふまえ、その意義と限界

を理解しな力欝ら新たな思想へのアプローチを試みたい。

授業展開

(1) これまで学習してきた環境問題の展開、南北問題、性差別問題などを振り返り、現代

は地球時代、地球社会といわれ、多様な差異のなかで、お互いを認め合いながら各自が

その生を充足させることが求められていることを確認する。

(2) そのためには他者との合意、認め合いをどう作り出すのか。他者とどう関わることが

正しいのか。正義（人間の行為や制度の正・不正の評価基準） とは何か。その関わりな

かでの私たちは諸課題にどう対応するのか。次の諸思想を通して現代社会に求められる

倫理を考える。

A功利主義 ベンサム、 ミル親子

B ジョン・ロールズ 「公正としての正義」 「正義論j l971年

Cアマルティア・セン 「自由としての開発」 『自由と経済開発j l999年

「潜在能力と自由」 『不平等の再検討』 1992年

A功利主義

ベンサム、 J. ミル、 J.S. ミル（古典的功利主義) 19世紀イギリス

①ベンサムの改革構想をもとに、法律、政治、社会を改革しようとした哲学的急進派と

よばれるグループの自由主義的改革運動。

正しい行為とは、快楽を最大化する行為、 または快楽の総和と見なされる全体の福利を

最もよく増進する行為である。 （最大多数の最大幸福）

②社会の善を最大化することを目的とし、すべての行為、政策、制度はそれらがもたら

す結果が、 この目的に貢献するかしないかによって正・不正と判断されるとする学説。

古典的功利主義では、善＝幸福または快楽

現代功利主義では、善＝個人的利害を離れた社会的考慮に基づく選好

現代の功利主義 20世紀功利主義の展開

★G・Eムーア 「倫理学原理」
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前世紀までの倫理学思想について綴密に言語分析し、それらの「自然主義的誤謬」を

指摘

最大の価値は、人間の交わりの快楽、美しい対象の享受一非快楽主義的功利主義

しかし、その後、功利主義は、その「苦痛を避け快楽を求める快楽主義的人間像」の

みが支持され、 19世紀功利主義ｶ持っていた社会的広力ぎりや現状批判の力は失ったと見

なされた。

B 「公正としての正義」JusticeasFairnessジョン・ロールズ

功利主義の難点である正義観を克服。社会契約説の着想を活用しこれを再構成する。

ロック、ルソー、カントの思想からの影響。

多数派の福祉を口実に少数派が権利を踏みにじられてはならない。

福祉をどう分かち合うのか。人々の多様性の尊重、徹底した討論と合意の必要性。

正義は「社会諸制度の第1の徳」

正義の二原理

個人情報が与えられずに覆い隠されている原初の状態（｢無知のヴェール｣）では、 自

由で合理的な人々は次の正義の原理を採る。

第一原理 基本的自由は全員に平等に賦与

第二原理 社会的、経済的不平等の調整・是正

①公正な機会均等②社会で最も不遇な人々の利益の最大化を図る

正義の核心は公正･…自由で平等な人々による原理の相互承認･･にある。

「才能に恵まれ社会的に有利な地位を占めている人々は､そうした何かを自力で獲得し

たのではない」「生まれつき恵まれた立場にある人々は、恵まれない人々の状況を改善す

るという条件に基づいてのみ、 自分たちの幸運から利益を得ることが許される」

c 「自由としての開発」「潜在能力と自由」アマルティア・セン

10歳のとき、死者300万人と言われるインド･ベンガルの大飢餓(1933年）を経験した

ことから、経済学の研究を志し、 さらに経済学と哲学・倫理学を接合することを試みて

きた。 1998年ノーベル経済学賞受賞。

Capability(潜在能力）とは、

①人のWell-Being(福祉)-(満足のいく状態、幸福、安寧、暮らしぶりの良さ)を表

すさまざまな状態（例栄養力弐十分にとれている）や行動（例教育を受けている）

を示す「機能」の集合として表される。

②社会の枠組みの中でその人ｶ叡持っている所得や資産で何ができるかという可能性

を表す。何ができるかは社会のあり方からも影響を受ける。差別を受ければその力

は小さくなる。 したがって「潜在能力」から差別の分析もできる。

③自由と密接に結びつく。この能力が大きいほど価値ある選択が多くなり、行動の
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自由も広がる。人々力:達成できる生き方の幅、すなわち自由もこの滞在能力を見る

ことで可能となる。

④公共政策や開発政策の目標は、人間の自由、主体的に選択できる生き方の幅（す

なわち潜在能力）を広げることである。貧困とは、所得の低さを言うだけでなく、

基本的な淋在能力の欠如を言う。経済成長や所得の向上は自由、潜在能力の向上に

重要であることを否定しないが、それらを究極目標とし、経済成長すれば自由が達

成されるという思考は厳しく批判される。社会が成功しているかどうかの評価はそ

の構成員が享受している個人的自由にもとづいて~ドされるべきである。

★ 1960年代、アメリカ社会は公民権連動、ベトナム反戦運動、女性解放連動などで揺れ

動いた。 「自由」 「平等」 「真理」 「正義」など、それまで自明とされてきたことが改めて

問い直された。ロールズの正義論は、そうした社会変動の中で、あるべき政治、経済、

社会制度を問い求める必要性を多くの人々に気づかせ、大きな反響を呼んだ。

★★センは、 ロールズの正義論が財（モノ）の分配にとどまっていることを批判し、財

の保有高ではなく、その財を活用して人々が「生き方の幅」をどのぐらい広げられるの

か（潜在能力）が重要だと考えたのである。特に身体を動かして移動すること、社会生

活に参加すること、衣食住を確保することなど、最も基本的な生活ニーズはできる限り

平等化を図るべきだとしている。またロールズが人間存在の多様性を十分にとらえ切れ

ていないと指摘し、健常者と障害者の平等性、ジェンダー問題、高齢者、病弱者の問題

などを積極的に取り上げた。国連が提起した21世紀の国際開発協力の理念「人間的発展

（人間開発)」はセンの考え方がその思想的源泉となっている。カントの「人間性は目的

自体であり、断じて手段と見なされてはならない」を引用し、センはこれが現在および

未来の世代に対する義務でもあると強調している。経済発展、所得の向上は必要だが、

目的自体としての人間らしい生活の質を実現させること、 「持続可能な人間的発展｣の重

要性を強調している。

公開授業では、功利主義思想とロールズの正義論を説明することで終わった。ロールズ

の正義論を理解するには社会契約論の理解も必要であり、授業者の十分な咀鳴力欝肝要であ

ることを今回もまた痛感させられた。

生徒は「公正な機会均等」 「最も社会で不遇な人々の利益の最大化を図る」という彼の主

張を、 これ以前に学習していたジェンダー論、南北問題での格差、差異、差別の問題など

を思い起こしながら「少し理解できた」とか「大切なことだと思う」 といった感想を寄せ

ている。

次の時間にセンの思想を取り上げた。センは自己の利益の最大化を目指す「ホモ・エコ

ノミックス」ではなく、他者の存在に道徳的な関心を持ち、お互いを尊重し合って行動す

る人間像を考え、 「他人の権利を考慮して他人のために行動すること｣、他人の権利の侵害
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に対して何らかの行動に出ること決心すること （コミットメント）の重要性を主張した。

それｶざ、食の安全、車や高屑ビル施設の事故、医療ミスをめぐる問題など、最近、国内で

起こった企業倫理等の問題を考える上にも、南北問題や環境問題、民族問題への新たなア

プローチにも大きな影響を持っていることを指摘した。そして、 これまでの「利益の最大

化」を至上の目的とする経済、社会のあり方を再考し、 目指すべき「真の豐かさとは何か」

を生徒に考えさせ、小論を課した。この学習を通して、人が人として生きるために必要な

基本的人権が奪われている「貧困」への理解を深め、 「経済的、社会的、政治的行動の参加

者として、一般市民の1人としての個人の役割」や「腿主主義」の重要性などについて記

述したものが多かった。センの思想は多岐にわたり、 また現代の諸問題解決への具体策を

提言しおり、今後更なる検討が必要と考える。

｢現代倫理学の冒険』川本隆史、創文社

｢ロールズ』川本隆史、講談社

｢自由と経済開発jセン、石塚雅彦訳、 日本経済新聞社

｢不平等の再検討』セン、池本幸生訳、岩波書店

『貧困の克服jセン、大石りら訳、集英社

『センの正義論｣、若松良樹、勁草書房

『アマルティア・センj鈴村興太郎・後藤玲子、実教出版

【参考文献】
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第2回研究例会〔研究発表〕

観点別学習の評価規準一指導･学習と評価の一体化を考える

東京都立府中西高等学校 大山敏

はじめに

公民科という教科は、われわれの新しい民主社会をどうつくるのか、 という問いかけに

はじまり、おわるといってよい。だから、たとえば現代社会の諸課題について、 どのよう

なよりよい解決力ざあるのかを考え、判断する問題解決学習は、民主社会の基本に関わる公

民科には不可欠なものである。ところで､問題解決学習に限らず公民科の学習では、モティ

ベーションをどれだけ高められるか、 自己とのかかわりにおいてどういう問いを設定する

ことができるか、 とともに、他人はどう考えているのかをどれだけ自分の判断の際に取り

入れることができるか、 自分力ざわかったことや考えたことや判断したことをどのように自

分の言葉で他人に説明できるか、 力ざきわめて重要な意義をおびてくる。このような意義を

もつ公民科の学習を評価するための手だてを考えようというのが本稿の課題である。

1 ．評価について

公民科の学習の評価には、上記の意義にかんがみれば、目標に準拠した評価(目標に対し

ての高まり．深まりの程度、到達度・達成度・実現状況)が最適であろう。 目標に準拠した

評価では、周知のことだが繰り返せば、

ア学習のねらいが明確になっていること、

イねらいが実現されたというのはどういう状態かが具体的に想定されていること、

ウねらいが実現されたかどうかを評価する方法、手段が準備されていること、

が必要になる。さらに、この｢ねらい｣にいくつかの観点を用意し､生徒個人のプロフィー

ルを評価する観点別評価が導入されるべきだろう。

もともと、 日本の教育における「評価」の立ち後れは指摘されてきたし、特に高校では、

「評価」をとばして「評定」が成り立つ世界などと椰楡もされてきた。確かに、教師の経

験に基づく 「直観的」な評価が的を射ていることもあろう。 しかし、教師のあいまいな評

価の閾値はそのままに、一方で考査点やノート点といった点数化だけは進んでいて、いわ

ば数字のみでアカウンタビリティが成り立つ現状はどうであろうか。目標に準拠した評価、

観点別評価とは、授業と学習状況を事後評価するだけでなく、指導や学習の過程を観点別

に評価し、その際の評価の切れ目をもう少し明確にしようという趣旨である。だから、学

習のねらいの実現状況は、たとえば「現代の社会と人間にかかわる事柄に関する諸資料を

－36－



様々なメディアを通して収集し、学習に役立つ情報を主体的に選択して活用するとともに、

追究し考察した過程や結果を口頭や文書で適切に表現している」というふうに、文章で表

現することになる。

2 ．公民科の学習の評価

公民科では、知識（事実に関する知識）の蓄穣だけでなく、むしろ見方や考え方（分析

的な枠組み）を育てることを重視しなければならない。それは、 『倫理」であれば価値追究

についての視点や方法であり、 『政治・経済』でいえば、たとえば「自治」や「国民主権」

という言葉や概念について知っていても、 イラクにおける政治状況について、それを使っ

て自分の見方・考え方として説明できなければ「役に立たない」ということである。すな

わち、ここでいう分析的な枠組み＝「方法知」とは、 「この視点でこの資料を見れば(この

資料とあの資料を比較すれば)、 こういう見方･考え方ができるはずだ」というプロセス全

体を知識化したものである。すると、 このプロセスについて学習する方途を設定し、プロ

セスを評価し、プロセスの見える方法・手段が準備されていなければならない。ここに、

課題の設定、資料の比較等々の活動状況を評価する手だてｶﾖ必要になってくる。

3 ．指導・学習に生かす評価

いつぽうで評価は、生徒の学習に対する姿勢や習得する力の改善や増進、 さらに教師の

指導に対する姿勢や指導内容･方法の改善に生かせるものでなければならない｡評価によっ

て、学習の目標と学習状況のズレの発見・認識・反省ができ、学習と指導の改善に役立つ

情報を得ること力ざできよう。

このような評価を生かす授業も、 もちろん考えられる。たとえば、授業のなかで生徒が

他者の評価をし、他者に評価されることを通じて学習を展開していく方法を取り入れ、そ

こで生徒力ざ自分の考えを何らかの材料を使いながら述べ、同じく他人の考えにも耳を傾け

ながら、 自己の考えを修正したり補強したりしな力罫ら深めていく授業が考えられる。

いつぽう、 このような授業を受けている生徒自身を通じて、授業のリサイクルマネジメ

ントをはかることができる。すなわち、教員が設定した学習活動に対する生徒の授業評価

(指導と評価の一体化)により、教員が反省し、それをもとに設定し直した(生徒のニーズを

全面的にか一部分か取り入れた)授業を展開する。そのうえで､生徒に自ら取り組んだ軌跡

を振り返らせ自己反省させる（自己評価＝学習と評価の一体化)。このことで、評価が単方

向から双方向へとインタラクティブになる効果が期待できる。
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4 ．観点別評価と評価規準の作成

学習のねらいの実現状況は文章になっていなければならないと前に述べた。これが評価

規準である。これを4観点それぞれについてつくる場合、つぎのことに留意する必要があ

ろう。

関心・意欲・態度

・関心

学習対象に対する「関心が高まっている」とする…授業を始める契機としての｢関心」

…学習成果として新たに生じてきた「関心」

・意欲

「思考・判断」における考察すべき対象を「意欲的に追究する」とする

・態度

「在り方」など「思考･判断」における判断すべき対象について「考えようとしている」

（態度化)とする …学習の持続性や継続性としての「態度」

思考・判断

・思考

「関心」で示した学習対象の中から「課題を見いだす」とする

「意欲」で追究した内容について「多面的・多角的に考察する」とする

・判断

「態度」で在り方について考えた内容について、 「様々な考え方を踏まえ公正に判断す

る」とする

資料活用の技能・表現

・技能

「関心」で示した学習対象に関する「資料を様々なメディアを通して収集し」とする

学習対象やそこから見いだした課題や問題の「学習に役立つ情報を主体的に選択して

活用」 とする

・表現

「意欲」で追究し「態度」で考えた「過程や結果を口頭や文書で表現している」とする

知識・理解

理解する内容については、できるだけ命題化しておく

「～について理解し、その知識を身に付けている」とする
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5 ．評価規準作成の具体例

最後に、最近筆者が授業で取り上げた『政治・経済j大項目(3) 「現代の政治や経済の諸

課題」から「少子高齢化と社会保障」についての評価規準の具体例を提示しておく。この

場合は、単元(選択して取り上げた問題解決学習)の評価規準ということになるカゴ、 もちろ

ん「倫理jや『現代社会』の授業の評価規準作成においても同じような形になっていくと

考えられる。ただ、授業の目標やねらいは、各学校の生徒の実態によっても、期待される

生徒像によっても変わってくる。

評価規準という形で、すくなくとも生徒に教師の授業の'三1機やねらい、計画が明らかに

されれば､授業の透明性が高まり､生徒の授業への参加意識や教師の授業への姿勢も変わっ

てくる。評価のための評価に終わるような過剰な意識に陥ることも危恨しないではないが、

まず始めてみることこそ肝要であろう。

｢少子高齢社会と社会保障」を選択する場合の評価規準

ア社会的事象への関心・意欲・態度

・少子高齢社会の到来に伴う社会保障の望ましい在り方について、様々な立場やいろいろ

な考え方力rあることに対する関心力ざ高まっている。

・少子高齢社会の到来に伴う問題点を調べ、その解決のための方法を考察するなど、課題

を意欲的に追究している。

・少子高齢社会の到来に伴う社会保障の在り方について、真に蝋かな福祉の実現という視

点から客観的に考察しようとしている。

イ社会的な思考・判断

・少子高齢社会の到来に伴う問題点を、家族、介護、雇用、年金、医療などについて社会

の変化を踏まえながら多面的・多角的に考察している。

・少子高齢社会における社会保障の望ましい在り方について、政府の主導による福祉の考

え方と、 自助努力による福祉の考え方を対照させ、それぞれの長所と短所を比較しな力ざ

ら、考察している。

・我が国のこれからの福祉の在り方について、望ましい政治の在り方、経済活動の在り方

と福祉の向上の関連など、大項目(1)及び大項目(2)の学習の成果の上に立って公正に判

断している。

ウ資料活用の技能・表現

・少子高齢社会における社会保障の諸問題や時事的事象に関する諸資料を様々なメディア

を通して収集している。

・我が国の少子高齢社会の到来に伴う問題や、社会保障の望ましい在り方を考察するのに
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役立つ情報を主体的に選択して活用している。

・我が国のこれからの福祉の在り方を考察した過程や結果を口頭や文章で適切に表現して

いる。

エ社会的事象についての知識・理解

・我が国が少子高齢社会を迎えて、労働力需給や経済成長など国民経済に大きな影響が出

ていることや社会保障賀などの財政負担も大きな問題となっていることなどを理解し、

その知識を身に付けている。
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第2回研究例会〔講演〕

｢倫理』への一試論

－｢潜死に給ふことなかれ」与謝野品子、平塚らいてう、石牟礼道子ら先駆者たちに習って－

東京都立墨田川高等学校 泉谷まさ

1 ．教師になるまで

私が都の教員となったのは1969年(昭和44年)、最初に定時制に4年、その後全日制4校

を経験し、 35年間を過ごした。入都の際の専攻担当科目は『倫理・社会j (略称『倫社l)

で、昭和39年、教育課程改訂で新たに設置された科目であった。当時、 『倫社｣は、戦後教

育の見直し、戦前の修身教育の再来か等の論議も多く、学生だった私は級友たちと都倫研

の御厨先生を訪問し、教科のねらいや内容をお聞きし、大学祭で展示発表したものだった。

私自身は、ジャーナリスト志望で、新聞社に就職したかったが、その頃は女子の新聞記者

の募集はなく、求人は男子のみ、女子は<不可＞とあった。私の兄も新聞記者であったし、

男子の同級生が某有名新聞社の最終面接まで合格した等と聞いて、 「何故､女子は応募もで

きないのか」と腹立たしかった。大学院修士課程を出た後、小さな出版社に勤め、 日本の

大学や研究所、各種雑誌などで発表される論文を英訳、編集して主として欧米の大学や研

究機関に紹介する季刊雑誌を作った。外人スタッフと論文を読み合わせて選定し、 日本文

と英訳文とを突き合わせ、内容をより正確に、原文の意図やニュアンスを十分に伝えてい

るか等検討する仕事だった。政治、経済、社会、文化など多方面にわたる論文に目を通し、

英語の勉強もせざるを得ずハードだったが、得難いよき経験となった。 しかし臨時採用で

あったため、 1年後退職しなければならなかった。

このとき、教育実習の思い出が蘇った。都立日本橋高校での実習は、キリスト教倫理の

授業を担当させていただいたが、未熟な私の授業を一生懸命聞いてくれた生徒たちの姿が

忘れられなかった。また多忙な雑誌編集の仕事を経験して、仕事と家庭を両立させるには

教員の仕事が最も恵まれていることにも気づいた。

2 ．珍種？

こうして都立高校の教壇に立った。大学時代から哲学・倫理学専攻には女子学生は少な

かったが、就職してからも、私はいつもいわば｢珍種」であった。 「あなたどうして、倫社

の先生になったの？」職場でよくそう聞かれた。この都倫研でも女性は、平沼先生（都立

高)、舘入先生（私立共立女子高)、その他カトリック修道女の方しかおられなかった。新

たな職場に赴任すると、 「社会科で女性教員はあなたが初めてです」といわれることが多
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<、 またすでに女子教員2名がいた職場では「あなたよく採用になったね。普通は社会科

に3人も女性はいらないからなあ」と同僚から真顔でいわれ、がく然とした。今なら強く

反論もするだろう力苛、 当ll#は、経験も実力も不足していたから、ただただ悔しさを飲み込

むしかなかった。転勤話があったとき、 「倫社の先生には生徒指導部の'l!核者としての仕事

を期待しているのでやはり男性教員が欲しい」といわれ、子育て期には「若い先生はいろ

いろ大変だから」といわれ、子育てが一段落したら「若い先生が必要なので」 （おばさん扱

い？） といわれ、 さらに「英語・国語は女性の採用が多くなったので社会科まで女性は採

用できない」とも聞かされた。私にしてみれば理IIIにならない理由だった。

3 ．私の個性

転勤が決まったある学校で校長面接を受けたときのことである。私はこれからの仕事に

関して「これまでの自分の教員としての体験はもちろんだが、親としての体験も生かせる

ように思っている」と述べた。 しかし、校長先生はその真意を量りかねてか怪誹な顔をさ

れた。

それは我が子が小学校から中学へ進む頃であった。娘も息子も先生、友人との関係でさ

まざまな行き違いやいじめなどの問題もあり、親として悩みぬいていた。 しかしその中で

何か教育について新たな視点を得たことも実感していた。我が子の問題を通して、学校と

親との意志の疎通、連携をどのようにとるべきなのか考えさせられた。学校からの連絡・

要請を親はどう受け止められるか、 また、家庭の配慮やその限界も理解できた。学校と家

庭との連携は「言うに易<行うに難し」であること、 しかしそれなくしては教育は成り立

たないことを痛感させられていた。私は教員であり、母親であることでしばしば葛藤状況

にあったが、その葛藤の中から、生徒の悩み、迷いにどう対応したらよいか新たな視野が

開けてきた。 「待つこと｣、生徒の悩みや迷いを受け止めていくゆとりが必要であることを

知った。自分の考えとは違い、時とすれば何も聞き入れようとしない、 また平気でウソを

ついたり約束破りをする生徒もいる。若いときはひたすら解決を急いだ。 自分で精一杯の

誠意を込めて対応し、何とかしようと必死に働きかけた。 しかし、 うまくいかないことの

方が多かった。反発したI)、そつぼを向いている生徒を「待つ」ことができるようになっ

たのは我が子の悩み、迷う姿に直面してからだった。 「苦しいのはわかる、だから待ってい

るよ｣。我が子が問題のない、優等生だったら気づかなかったかも知れない。親バカの典型

のようだが、 「あなたたちはお母さんの先生だわ」などと我が子に密かにエールを送った。

そうした私自身の生活体験を生かしな力ざら仕事をすることが私のあり方だと思えるように

なった。 しかし、それはなかなか周囲には理解されず、校長先生は私の発言を怪誹な思い

で受け止められたのだろう。

さらに、 「働く女性の問題、子育てが一段落すれば今度は老親の介護が始まるのよ｣、先

爺女子教員の話は的確だった。私も例外ではなく、 40代から老親介護が始まった。そうし
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た中で悪戦苦闘しなｶざら教員を続けてきたが、今、振り返って考えてみると、 こうした経

験がなかったら、私は考えないままの教員であったろうし、母親としてもいわゆる我が子

だけが可愛い「教育ママ」であった可能性は大である。さまざまな葛藤や生活体験の中で

仕事をしてきたことが他の先生とは違う、私の個性、特色だと思うようになった。そうし

た割り切りができるようになると、 自分の行動も新たな側面を持つようになった。例えば、

「私はシンデレラ母さん｣、いつも決められた約束の時間には仕事を切り上げ､帰らなけれ

ばならない。帰るとなると、 「遅くまで残れないから役立たない｣と同僚から言われること

もあった。負けず嫌いの私にとって、それはとても辛いことであった｡若いときは悔しかっ

た。思い惑うことも多かった。 しかし、それはそれ、別のところで補える仕事はあるはず

だ、それを見つけようと割り切って仕事に臨むことができるようになった。

4．何をどう学ぶカーキャリア・ガイダンスとの連携

「倫理j 『現代社会」は現代社会をとらえ、人間のあり方や生き方を学び、考える教科目

である。これを担当する者として、 自己の経験をふまえて考え、何をどのような形で伝え

ようか、生徒たちの成長にとって今、何が大事なのかを検討してきた。変動激しい現代社

会にはこれまでの価値観を覆すようなさまざまな問題があり、 自分の思うようにならない、

教科書通りでは解決できない課題ｶ叡投げかけられているという現実の認識、 まず現実を知

ることが肝要ではないか。そして生きる上で大切なのは自己の直面する問題にねばり強く

真筆に取り組むことであると感得させたい。そこで、私は身近な生活に起こる事例を通し

ての問題提起、そして問題の歴史的背景や経緯、その根底にあるこれまでの価値観、考え

方を検討しながらさらに問題の改善、解決に必要な新たな価値観、考え方を探求する授業

を心がけてきた。

ところで本校は「進学型単位制」という新体制となり、大学進学指導に重点を置いてい

る。 1， 2年ではキャリア・ガイダンスの時間が設置され、将来の職業選択についての調

査･検討､進路決定に適切な科目選択､大学受験の計画的な準備等にに取り組むことになっ

ている。 より根本的には「自立した社会人として生きていくには何が大事なのか、 自分に

は何が向いているのか」 「自分はどのように生きたいのか、生きるべきなのか｣を考えてい

く時間である。そのためには男性と女性の就労の違い、男女の協働問題などが最近では重

要なポイントの1つとなっている。大学卒業時の就職問題をみれば、女子学生の就職は男

子学生より困難である。 また男子学生間でも明らかな大学間格差がある。この現実をふま

えながら、 しかし不公正な現実に風穴を開けるにはどうしたらよいのかを考え、 自分が取

り組みたいことは何かを追求し、その目標を実現させるための諸準備をどう始めるかをと

らえさせることが肝要である。進路問題を考えるときこの視点、いわゆるジェンダー（社

会的性および性差）の視点はこれまでは意識的は取り上げられることは少なかったのだが、

社会の現実をとらえ、 より具体的に自己をとらえるためには男女ともに不可欠な視点では
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ないか。そしてこのキャリア・ガイダンスでの学習と公民科（現社・倫理等）の学習内容

はきわめて密接な関わりを持っている。

また、新教育課程の実施で、今年度から「倫理』は1年次全員必修となった。 1年次生

ではこどもの幼さを残す反面、 自意識も強くなり、 また成熟の個人差も大きく、その社会

的な興味関心、あるいは理解能力も多様である。こうしたさまざまな状況を考慮してまず

生徒の目前にある現実、そのなかで投げかけられてくる問題は何か、 また自分はどのよう

なことに関心があるかを考えさせることとし、 〈現代社会と倫理>をテーマにして授業を始

め、思想・思想史学習へと展開している。

5 ．男性の視点・女性の視点

生き方の問題には、生徒にも教員にも男女の社会的役割についての考え方が意識的にし

る無意識的にしる深く関わっている｡教員同士の何気ない発言の中で､差別的な発想やジェ

ンダー問題を突きつけれることも多々ある。例えば、 「受験に大切な主要科目」といった言

葉や、 「女子生徒より男子生徒力ざ増加してほしい。そのための選択科目の設定は？」といっ

た発言。本音をさらけだしてのことだろうが、聞きたくないものだ。これまで男性の中で

少数派でがんばった女性は多いのに、男性は少数派ではいけないのか。情けない！何言っ

ているの、 きつく言いたくなるが、けんか腰では何もならない。お互いの違いを、差異、

差別の現実を理解し合うこと力ぎ必要である。そのためには教員間ではできるだけ率直に発

言することを心がけてきた。生徒には例えば女子の社会進出、就労の状況、性別役割分業

論などを取りあげ、 日本社会の経済、労働問題の歴史的な経過、 またそれを支える思想を

学習する授業展開を試みてきた。そこでは、 これまで多数意見であった考え方も絶えず検

証して、その是非を考えること、 自己の意見とは違う異論を認め、そこから考えてみるこ

との大切さなどを指摘してきた。

このような例もある。 「倫理』教科書、近代民主主義の思想で必ず取り上げられる』.J.ル

ソーは、自由、平等の実現を図り、人民主権論を説いたと説明されている。しかし、ルソー

が考えているのは男性のことである。人間とは<MAN> (男性）であり、女性は一国民、

一市民として認められていない。このことは水田珠枝氏が早くから指摘されていた。 （『女

性解放思想の歩み」岩波新書1973年）改めてルソーの「エミール』を読んでみると、 「女性

は生まれな力ざらに男性に従属すべきもの」とされ、女性には自由も独立も平等も本来無縁

なものであるとされる。そして「女子教育のすべては、男性に関係するものでなければな

らない。男性に喜ばれること、男性の役に立つこと、男性に自分を愛させ、尊敬させるこ

と、男性が幼い時には養育をし、成人したら世話をやき、男性の相談相手となり、男性を

なぐさめ、男性の生活を心地よくたのしいものとすること、 これが女性のあらゆる時期の

義務であり、子どもの時から女性に教えなければならないことなのである｡」と書かれてい

る。 （『エミールj岩波書店）他人に奉仕するために存在するの力ざ女性の一生であり、善悪
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の判断などは両親や夫、世間に従えばよいとして、女性は精神的には奴隷状態におかれて

いる。強者の権力を否定し、国民の全ての平等な合意による権力樹立を説くルソーが女性

の無権利状態には矛盾を感じず、 また家族にあっては男性、夫、父という強者の権力を主

張している。これまでと違った観点から検証してみると、民主主義の思想家ルソーも「時

代の子」であることが浮き上がってくる。あらためて組み直して考えてみることの大切さ

にも気づくのである。

『倫理』を担当していていつも感じていたことは女性思想家の少なさ、 日々の生活を支え

る者の視点の少なさであった。調べてみると、女性でも歴史上重要な役割を果たし、先駆

的な主張をした者はいるのだ。たとえば、フランス革命期、男性解放の思想に触発されて、

女性解放思想も成立する。その連動の担い手の1人オランプ・ ドゥ・グージュは肉屋の娘

であったが、 「人権宣言」を手本とした「女性の権利宣言」を書いている。その中で、 「親

子確認の権利は女性にある」 「女性にも男性と対等の財産権を認めよ」とする主張は、 「人

権宣言」の枠組みさえ超えており、男性の無制約な権威、権限を否定し家父長的家族を崩

す可能性を秘めるものだった。 また『女性の権利の擁護j (1792年）を著したメアリ・ウル

ストンクラフト （イギリス）は、ルソーの理論力ざ平等主義から展開されながら、それを徹

底しなかったことを批判し、女性の主体性確立、経済的自立、教育の機会均等、法の下の

平等、政治的権利の保障などを未整理ながらも提案している。 しかし、教科書にはこうし

た女性思想家の記戦はほとんどなく、授業や研究発表でも取り上げられることは少なかっ

た。それはやはりこれまでの歴史ｶぎ男性中心・男性優位であり、男性の視点から考えられ

てきたからであろう。私は女性であり、生き方を考える教科を担当してきた者として、 ま

た現在、男女共同参画社会の実現が目指される中で、これまでの視点に新たな視点を加え

ることを主張しなければいけないと考えるようになった。

その際参考になったのは、キャロル・ギリガン（アメリカ）の主張である。その著『も

う一つの声」 (1982年）で、彼女は「我々は何世紀にもわたって、男性の声と男性の経験を

基礎とする発達理論に耳を傾けてきた」という。これまで社会で正しいこと、価値あるこ

ととされてきたのはやはり男性の声であった。 しかし社会にはもう一つ、つまり女性の声

がある。これに耳を傾けなければならない。男性の声は、正義の倫理であり、何力ぎ正しい

のか、何が社会に必要かを分析している。そして正しいものを順序づけている。それに対

して女性の声は世話の倫理である。他者のニーズにどう応えるか、例えば家庭をどう切り

盛りするか、子どもや老人、病人をどのように世話するのかが問題となる。他者のニーズ

に応答することがなければ社会は成り立たないにもかかわらず、 この女性の声はほとんど

聞かれてこなかった。いままでこの点に踏み込んで人間形成について考えられることがな

かった。このギリガンの主張は女性の役割をケア（世話）に限定するものとして、フェミ

ニズムの立場から批判されることもあった。 しかし、大切なことはいままで埋もれていた

のだが、社会の現実、例えば、少子化・高齢化などが進展するなかでの問題解決には女性

を活かすことが不可欠となってきたこと、 これまで女性が担ってきたものを見直す必要性
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に気づくことである。男女共同参画社会の椛築といった新たな時代への転換が図られてい

るのもそのためではないのか。「最前の道徳理論は女と男の協力に基づく産物であり、正義

と世話を調和させるものでなければならない」 （アネット ・ベイヤー)。こうした動きに光

をあてたい。公民の学習内容にも女性の視点、女性の声を取り入れたものを増やすこと、

そして公民科に女性教員が増えることも必要ではないかと考える。

6 ．与謝野晶子、平塚らいてう、石牟礼道子の活動に習って

こうした観点から、私は生徒の生き方の学習に資するために、一例として日本の近現代

社会の女性の活動を取り上げたいと考えている。 とくに与謝野晶子、平塚らいてう、石牟

礼道子らの思想と行動は特筆されるべきである。

紙幅の関係で、 3人についての詳しい論述は省略するが、簡単にその思想と行動、取り

上げたい内容を例示する。

与謝野晶子（1878～1942）

①与謝野鉄幹との出会い 妻子ある男性との恋愛、家からの出奔

②「みだれ髪〕 晶子の歌 その斬新性、反響

③〈君死にたまふことなかれ＞日露戦争出征の弟を案じて

晶子の真意は？ ひらきぶみ

「まことの心をまことの声に出だし候、 もとより外に歌のよみかた心得ず候」

④評論活動特に家庭論、女性論、女子教育論

自己の内部の生を充実し、発揚することの大切さ。近代日本にふさわしい「独立

自営」の人でありたいとして、当時の「良妻賢母教育」を批判。男女平等論に基づ

いた女子の教育権、財産権を主張。

⑤母性保護論争 子どもの養育と女性の労働の関わり

平塚らいてうら、 「青鞘」 との関わり 「山動く日来る」

国家による母性保謹に反対、 らいてうとの違い母として妻としての奮闘

I

平塚らいてう （1886～1971)

①生い立ち 西洋風な生活と「家」父長制。父母とのかかわI)。女子教育への疑

問、禅修行。

②塩原事件小説家森田草平との心中未遂事件世間からの非難、好奇の目

③『青鞘jの発刊 1911年 その意義

「元始、女性は太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である。他に依っ

て生き、他の光によって輝く、病人のような蒼白い顔の月である｡」

「私はむやみと男性を羨み、男性に真似て、彼らが歩んだ道を少し遅れて歩もうと

II
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する女性を兄るに忍びない」

「わたしの希う真の自由解放とは何だろう。いうまでもなく瀞める天才を、偉大な

る潜在能力を十二分に発揮させることに他ならぬ。

．…女性の人間としての自我の覚醒とその意思の解放を宣言

④「新しい女」 奥村博史との共同生活 夫婦別姓未婚の母

⑤母性保謹論争 子どもの養育と女性の労働の関わり

エレン・ケイへの傾倒 国家による趾性保謹を主張

与謝野晶子、 lll川菊栄との違い

⑥女性参政権連動、消費生活組合運動から反戦・平*ll連動へ

「烈しく欲求することは事実を生む最も確実な新原因である」

III.石牟礼道子(1927～ ）

①水俣病問題とは

②「苦海浄土」 （1969）が伝えるもの

水俣で起こったことは、 日本近代化の弊害が集約的に現れたもの

失って気づくこと 自然と人間の関わり

③被害住民の立場に立つ 地域活動の難しさ・大切さ

絶対的な少数派であった被害者たちを支援し、激しい差別、白眼視を受けな力ざら

行動したのは何故か。

「水俣の自然とそこに育まれた心の豊かな生活風土､自己の文学的基盤はそこから

得たものである。自分の落ち度や責任でないのにむごたらしい状況に追い込まれた

人々が一生懸命生きている、その思いを伝えたい｡」

この3人に共通することは、 どのような社会状況の中でも 「自分らしく」 「人間らしく」

生きることを追求してやまなかったことであろう。母、妻として日々の生活を支えつつ、

社会の諸問題にも深く関わってきた彼女たちは世間一般の価値観を無批判に受け入れるの

でなく、常に人間として真筆なあり方、生き方を求めた。それだけに時としては激しい非

難をうけ、孤立したが、現実から逃げずに挑戦し続けた。それは「強き男性」すらかなわ

ないような激しさと、 したたかさ、揺るぎなさを感じさせるものである。与謝野晶子、平

塚らいてうは、女性が無権利状態であった時代・社会にあって、 自由や平等を獲得するた

めに大きな産みの苦しみをまともに受け、その行動は女性であるが故に社会から不道徳、

不謹慎とのそしりを免れられなかった。石牟礼道子は「最大にして最悪の公害」といわれ

る水俣病問題の本質にいち早く気づき、差別と貧窮にII申吟する被害者の立場に立って問題

を提起し、 日本近代社会の諸矛盾を内包するその実態を社会に知らしめた。現地にあって

問題から目を離さず、厳しい非難や中傷、脅しに屈せず、美しく、毅然とした筆致で、水

俣を伝え続け、被害住民の連動を支えた。その行動は、 自然と人間の関わりを深く見つめ、
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人間が自然の生態系を破壊する恐ろしさを訴えて「沈黙の春」を著し、数々の圧力に屈せ

ずついには政府・議会を動かして農薬の乱用をくい止めたアメリカの海洋生物学者レイ

チェル・カーソンの行動に匹敵するものである。

近現代日本社会の問題を考える上にも、人間と社会のかかわり、人間の生き方を知る上

にも、彼女たちは欠くことができない先人である。これまでこうした女性の活動は、男性

に比べて評価されることは少なかった。同じ主張でも男性の発言と女性の発言ではその重

さが違って受け取られることは日常生活でもよく散見されることである。 しかし、男性も

女性も「自分らしくありたい｣、 「人間として大切なことは何か」ということが原点、 これ

をふまえて私たちは生徒にさまざまな問題を提起しなければならないと思う。

7 ．最後に（"遺言？"）

これまでの思いをぶしつけに語ってきたようで、失礼な点も多々あったかも知れない。

その点はお許しいただきたい。私が最も言いたいのは、お互いに足を引っ張り合うのでは

なく、教育の現場だからこそまず男性、女性への固定観念を払拭し、人間としてその個性

や能力を活用し相互に補い合うこと、そこで初めて生徒にはよい対応ができるということ

である。 またみなさんに是非考えていただきたいのは、男女数のバランスを欠いている現

状から、 「大学、高等学校には女性の教職員を増やし、幼稚園、保育園、小学校等には男性

の教職員を増やす」こと。現状のような偏りは教育、ひいては社会のゆ力ぎみを助長してい

く一因であり、その是正の必要を強く主張したい。私がこの35年、仕事を続けられてきた

のは周囲の多くの方々 （同僚、家族、友人等々）に支えられ、助けられてのことであった。

もし仕事を続けていなかったならば、家族、人間への思いも深まることはなかったかも知

れない。感謝あるのみである。

【参考文献】 「女性解放思想の歩みj水田珠枝、岩波書店

『現代倫理学の冒険』川本隆史、創文社

（この稿は、研究例会での講演テープをもとに講演の内容に一部補足、削除など修正を加

えてまとめさせていただきました。このような機会を与えていただきましたこと深く感謝

いたします。ありがとうございました｡）
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Ⅳ分科会報告

第1分科会

東京都立葛西南高等学校 多田統一

◆第1回◆

日時9月16日 （火）午後2時～

場所都立葛西南高校

テーマ 「生命倫理の問題を考える」

報告者小橋一久（新宿山吹）

出席者小野昭博（篠崎）加藤健（小石川）小橋一久（新宿山吹）

昆野弘幸（江戸川）杉浦理花（深川商）多田統一（葛西南）伏脇祥二（代々木）

生命倫理の授業実践について報告した。テーマは、次の通りである。

、脳死問題と臓器移植

・道伝子医療と出生前診断

・生殖医療

・クローン技術

・ヒトES細胞の基礎研究

資料を読ませ、テーマごとに意見をまとめさせる作業をとおして、生命倫理について考

えさせる授業を展開した。概ね生徒たちには好評で、医学倫理、科学技術の倫理について

考えさせたことは、大きな意義力ざあったものと思われる。

◆第2回◆

日時12月9日 （火）午後2時～

場所都立葛西南高校

テーマ「ボランティア教育について｣、 「修学旅行の実践」

報告者多田統一（葛西南）

出席者小賀野勝芳（大森）織田孝正（深川）加藤健（小石川）小橋一久（新宿山吹）

昆野弘幸（江戸川）多田統一（葛西南）伏脇祥二（代々木）

ボランティア講演会と修学旅行について、公民科の立場から報告した。定時制では、時

間帯の関係で、ボランティア活動の導入力ぎ難しぃ力ざ、講演会の形で実施することは可能で

ある。NGOのシャフ°ラニールの広報担当の方に、 11月の講演を依頼した。生徒の感想か

らも、今後公民科との連携によって、ボランティアに対する意識を育てていくことが大切

であると思った。また、 ll月に実施した大阪・岡山・広島への修学旅行では、備前焼の体
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験学習と広島の平和学習を取I)入れた。イラク問題もあり、生徒たちにとっては感慨深い

旅行となった。

〔配布資料〕

定時制におけるボランティア教育について

東京都立葛西南高等学校 多田統一

1 ．はじめに

今､文部科学省力§､ボランティア教育の推進に力を入れている。東京都でも、「ボランティ

アの日」を制定するなどの動きがでてきている。本校定時制では、 11月にバングラディッ

シュを中心に活動している「シャブラニール」の広報担当の方に講演を依頼した。

2 シャプラニールについて

1972年、独立直後のバングラディッシュ復興のため、農業奉仕団として赴いていた日本

の青年ボランティアカざ、援助のさまざまな矛盾を体験し、帰国後設立した「ヘルプ・バン

グラディッシュ・コミュニティ」がシャプラニールの前身である。

シャプラニールとは、ベンガル語で「睡蓮の家」という意味である。南北問題に象徴さ

れる現代社会のさまざまな問題、 とりわけ南アジアの貧しい人々の生活上の問題解決に向

けた活動を現地および日本|到内でおこない、すべての人々が豊かに共生できる地球社会の

実現を目指している。

バングラディッシュでの活動は、農村部の貧困層を対象にした相互扶助グループ「ショ

ミティ」の育成を核として、 さまざまな活動に取り組んでいる。 「ショミティ」とは、ベン

ガル語でグループを意味する。社会的にも経済的にも弱い立場にある者にとって、大切な

ことは互いに助け合うことで、 自分たちの生活は自分たちでよくしていこうと努力してい

る。

ネパールでは、農村部と都市部の貧困層を対象に、現地NGOとのパートナーシップに

よって活動している。

3 生徒の感想から

次に、生徒たちの感想を紹介したい。

・自立していこうとする努力はすばらしい。
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・困っている人々を側面から支えていくのは大変だと思う。

・自分だけじゃなく、他の国の人々のことにも目を向けていかなくてはいけないと思い

ます。

・人を思いやる気持をしっかり持つことカゴ大切だと思います。

・ボランティアは、奥が深いと思った。

･講演している人の熱意力苛伝わってきた。

・ボランティアにたいするイメージカ爵変わった。

・ボランティアは、大変だと思った。

・自分たちの送ったもの力：ちゃんと使われているのかを調べた方がいいと思う。

・シャプラニールの意味力ざ分かった。

・人道支援はいいと思う。

・識字学級のことカゴ印象に残った。

・保健衛生のことが大切なんですね。

・日本は、ぜいたくだと思いました。

．助け合って行くことは、わたしたちにも必要だと思います。

・ストリートチルドレンのことを知りました。

・日常生活で不要になったものを海外協力に役立てることができると思った。

.すてない生活は、大切だと思います。

・ボランティアは、だれにもできると思いました。

・ ドロップインセンターで、子供たちが自ら料理を作っているということを聞いて、大

変驚いた。

・失敗をおそれないことが大切。

・募金をしたこと力ざあります。

・地図が勉強になった。

．やさしさが、一番大切なことだと思います。

・テレホンカードが、海外協力に役立ちます。

・飲み水のことカゴ、大変大切なことが分かりました。

4．おわりに

定時制高校では、夜の時間帯のため、ボランティア活動を取り入れること力罫難しいが、

今回のように講演会という形で実施することは可能である。公民科の学習(南北問題など）

や「総合的な学習の時間」などと連携していくことが大切であろう。
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特定非営利活動法人

シャフ。ラニール

（市民による海外協力の会）

〒169-8611東京都新宿区西早稲田2－3－1

TELO3-3202-7863

FAXO3-3202-4593

早稲田奉仕園内

※お詫び

第2分科会は、今年度は諸事情により開催できませんでした。会員の皆様には心からお

詫び申し上げます。

夏季合同分科会

東京都立調布南高等学校 栗本学

日時8月1日 （金） 9時30分～17時

場所芝中学・高等学校

研究発表および研究協議

（1） 「生命倫理から見た精神障害」 石塚健大（芝高等学校）

（2） 「総合的な学習の時間に生かせる公民科の授業

一就業指導・進路指導を考える－」 小賀野勝芳（都立大森高等学校）

（3） 「公民科10年の総括と展望」 新井明（都立国立高等学校）

出席者和田（航空高専）宮路（野津田）小林（墨田工定）菅（四商全）栗本（調布南）

織田，杉浦（深川）小賀野，角田（大森）平沼（農業）石出（大山）

島田（篠崎）廣末（北野）江方（王子工）本間（青梅東）村野（お茶大附）

三森（調布北）堀内（王子養）原田（国分寺）蕪木（水元）岩橋，篠塚（工芸）

小島（都立大附）松本（永山）江口 （芝）
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研究発表および研究協議1

｢精神障害の受容とプレカウンセリングの視点」

芝中学・高等学校 石塚健大

石塚健大氏力ぎ勤務する芝中学･高等学校は､中高一貫制男子校、 1学年280名、6学年1,680

名規模校である。同校には相談室が設置され、生徒や保謹者の相談を受け付けている。 ま

た校務分掌に「相談部」が組み入れられ、分掌に属する教員は上智大学においてカウンセ

リング研修を受ける。さらに専門のカウンセラーが週2回、スーパーバイザーとして配置

されている。石塚氏は分掌専任教員ではないな力ざらも、生徒の「こころの問題・病気」に

ついて日ごろより関心を持たれていたことカゴ、今回の研究発表の契機となっている。

「こころの病気｣については、昨今マスコミなどである種のブームのように取りあげられ

ている。一方で「こころの病気」を表す言葉は、医学臨床の場面においても、マスコミが

取りあげる場面においても多数存在する。石塚氏は「精神障害(mentaldisorder)」とい

う言葉を｢精神病とそして平均からある程度偏った精神状態のすべてを内包する上位概念」

（｢新版精神医学辞典j弘文堂、 1993、初版） として位置付けた上で、 この「精神障害」

の受容について論点を整理している。

精神神経科の臨床において「正常／異常」の区別の基準として作成されているの力ざ、ア

メリカ精神医学会『精神疾患の分類と診断の手引き (DiagllosticandStatisticalManual

ofMentalDisorders:DSM-IV(現在第4版)」や、世界保健機関｢国際疾病分類(Interna-

tionalClassificationofDiseases: ICD-10 (現在第10版)』である。これらの診断基準に

より、例えばADHDや「行為障害」など力:社会に認知されるようになってきている。

しかし石塚氏は、 これら「病名」だけ力ざ興味本位に取りあげられひとり歩きし、たんに

「異常」の烙印付けだけに用いられている状況を指摘する。例えば、少年犯罪の加害者に

対する精神鑑定を報道する際に用いられる「行為障害」 「境界性人格障害」などの「病名」

は、決して耳慣れないものではなくなってしまっている。しかしDSM-IVの診断基準を見

ると、それらの「障害」は決して並外れた精神状況を示すものではなく、従来「境界例

(borderlinecase)」として扱われていたものである。だが社会的には、それら「病名」

力ざ、犯罪者と自分とのあいだに「正常／異常」の境界線を引くことにのみ用いられている

のではないかと指摘する。

そうした社会の偏見や先入観が、本来なされるべき治療の妨げになっている。実際に当

事者がこころの異常を認めたとしても、他者から特別視されることを避け、カウンセリン

グや病院に行きたがらない現状がある。そこで石塚氏は、精神障害の治療を身体医学の治

療と同じように医療行為であると認識させるための、すなわち専門家のカウンセリングに

向かわせるためのカウンセリング、いわば「プレカウンセリング」の視点が教員には必要

であると指摘する。相談者を精神医学の専門家へと導く役割を担うのが教員であり、その

ための視点がプレカウンセリングである。
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岐後に石塚氏は、公民科の授業への応用に言及した。石塚氏は、社会での精神障害の受

容度を高めていくために教育の果す役割は大きく、 「倫理」 「現代社会」でも取りあげなく

てはならない話題であるとしつつも、実践に移すのを蹄路している段階にあるとし、 この

箇藤の克服を今後の課題として挙げた。

生徒や教員の「こころの問題や病気」は、 どの学校でも大きな問題となっている。 「ここ

ろの問題や病気」を理解すること。それが、 「受容」し「プレカウンセリング」へと移行す

るために不可欠なことであろう。学校内、そして家庭や医療者との連携の重要性もあらた

めて浮かび上力ざる。多くの示唆に嵩む報告と協議であった。 （石塚氏の発表は『都倫研紀要j

第41集p.72～77, 2003年、にも詳しい｡）

研究発表および研究協議2

｢総合的な学習の時間に生かせる公民科の授業一就業指導・進路指導を考える－」

東京都立大森高等学校 小賀野勝芳

小賀野勝芳氏の本発表は、 1982年に全日制高校に着任されて以来、 「現代社会｣で実践さ

れてきた就業指導・進路指導に関する実践報告である。なお小賀野氏は、 2000年全倫研発

表｢21世紀に公民科教育の果すべき役割は何か｣、 2002年公社全協発表｢新教育課程で公民

科の授業をこうつくる－公民科に生かせる国際教育一モーニング娘。現象の考察」なども

され、 「都倫研紀要」第41集(P.60～63, 2003年）にも実践報告「就業指導･進路指導を意

識した現代社会の授業」を寄せられている。

発表ではまず、新指導要領において新たに導入された部分に注目された。すなわち各科

目の目標、 「倫理」では、 「生きる主体としての自己の確立を促し」という部分力ざ追加され

たこと。 「現代社会」では、 「基本的な問題に対する判断力の基礎を培う」から「基本的な

問題について主体的に考え公正に判断する」ことへの変化である。このことから、公民科

においては主体的な学習の場の提供が求められている現状認識を指摘された。

一方で就業体験や進路指導も、教育行政政策の中で近年注目されている。例えば鳥取県

教委は、高校生にアルバイトの斡旋を施策として取り入れている。また文部科学省による

「平成15年度学力向上フロンティアハイスクール事業」においても、実践研究テーマとし

て「インターンシップ」が組み込まれている。教育行政だけでなく、厚生労働省でも「若

年者キャリア支援研究会」が発足している。これらは、最近の若年労働者離職率の高さや、

「フリーター問題」などをふまえてのことであろう。そのような社会情勢の中で、高校で

の就業指導・進路指導への取り組みが問われている。

そこで小賀野氏は、現任校である都立大森高校定時制、 1年生「現代社会」の実践例を

紹介された。氏は授業において、 「具体的な『社会』や『公民』、生きている『人間』が必

要」であるとの認識から、 さまざまな実践に取り組まれている。例えば地歴・公民科の特
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別授業として、労働基準監督署次長、税務署広報広聰官などをケストティーチャーに招き、

授業を行っている。また「女性の人権」の学習で辛淑玉氏、 「犯罪被害者の人権」の学習で

横田滋氏を招いている。また教育課程においても、国際教育科目として｢国際関係」 「アジ

ア文化」 「アラビア語」 「中国語コミュニケーション」などの科目を配置するなど、学校全

体としての取り組みを発表された。

また小賀野氏は、 「学校／教員が不良債権から脱却することが求められている」と指摘し

た。費用対効果という視点において、学校ｶゴ社会から不良債権と見られているという認識

は、極めて厳しいものである。その脱却のために、教員自らが鋭い国際感覚や経済的視点

を持つことが必要であり、それらの認識の中で学校／教育に大変革が求められているのが

現在の状況であると指摘した。

本発表は、たんなる就業指導にとどまらない問題提起であった。 また定時制という教育

環境において、 タテマエとホンネがある現状の葛藤が見られた。本校では労働に携わる生

徒も多い。労働基準法を教えると同時に、生徒自身にサービス残業がある現状をどのよう

に受け止めるべきなのか。タテマエが通らない生徒の複雑さを埋めていく意味でも、労基

署の話などが生きてくるとのことであった。小賀野氏の厳しい現状分析と、豊富な実践が

印象に残る報告であった。

研究発表および研究協議3

｢公民科10年の総括と展望」

東京都立国立高等学校 新井明

1 ．公民科をめぐる状況と私的関心

(1) 自己紹介

私自身、都立高校出身で、大学は経済学部だった。入都は政・経で、最初の4年間は定

時制だった。当時は今のように勤務管理が厳しくなかったので、働きな力ざら母校の大学院

でマスターを取得した。次の学校は新設10年目の普通高校で、 「倫理･社会」の教員として

着任した。この学校には8年間いたが、このときに都倫研と出会った。 （以来、都倫研ひと

筋で、政経の研究会には一回も参加したことがない）この学校は新設当初は「中の上」の

学校だったが、学校群の導入などにより、やがて二次募集校になってしまった。就職する

生徒も多かったので職場訪問をする機会も多かったのだが、その職場訪問で私は日本の製

造業の強さの秘密、すなわちたたきあげの優れた技術者たちとその層の厚さを目の当たり

にした。 しかし、一方でそうした職場に就職していく生徒たちの実態を見るにつけ、 日本

の製造業は今後凋落するのではないかとの危慎も抱いた（それは現実のものとなった力ざ)。

その次の学校は新設3年目の学校で、そこでは政経を担当した。その間、 1年間東京学芸

大学に内地留学し、経済を学びなおした。現在の国立高校は今年で10年目で、 3年生の担
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任である。 またサッカー部の顧問でもあるが、私はまったく運動経験のない人間である。

教員になったきっかけは高校時代の倫社の授業で、担当は日本では珍しいギリシャ正教

徒の先生で、ご自身の専攻は文化人類学だった。その授業は一種のカルチャーショックで

あり、自分と同じような体験を生徒に味わわせたいというのが､この職業に就く遠因になっ

ていると思われる。

(2)現在の都立高教員をめぐる情勢

現在の情勢としては体制側に取り込まれてしまうか、そこからこぼれるか(抵抗するか）

を迫られており、大多数の教員はその｢|燗で引き裂かれているというの力ざ現実である。こ

れは民間のリストラにさらされている労働者と同じ心境と思われる。校長は「都の施策に

反対する教員は去ってくれ。それに批判的な教員はいらない｡」と、公然と言い放ってい

る。現実に、管理職に従わない同僚が昨年一人、 まったくの不本意異動を余儀なくされ、

私達はそれを阻止しきれなかったという苦汁を味わった。 「日の丸･君が代」でも、都教委

から派遣された担当官によって、 「立った教員」 「立たなかった教員」が公文書で報告され

ている。教員という職業はスティグマ化しており、多くの教員ががんじがらめになってい

る状態である。そのため今、公民科の教員であることはとても苦痛でもある。

この間、生徒たちも変貌してきている。最初に着任した定時制高校は1／3が地元出身

者、 1／3が地方出身者で准看・高看を目指す女生徒、 1／3が全日制をドロップアウト

してきた生徒たちだった力:、生徒はみな元気だった。今は学びからの逃走とともに低学力

問題が顕著になってきている。その背景には、経済的な格差の拡大と、中間層のやせ細り

現象がある。生徒たちの家庭は、年収1000万～2000万の富裕層と、 800万弱の中間層、そし

て100万前後のフリーター層に3極分化している｡こうした状況で生徒たちに同一基準でも

のを語ることは困難である。

私自身、現在の閉塞状況を打ち破るような展望を持つことができない。そのため、今の

状況を突破できるような力を生徒に与えられるかどうか、確信を持てないでいる。生徒た

ちが卒業後、 どのような生きかたをしているかが、われわれ教員の通信簿であると思うが、

これからどのような結果が出てくるのだろうか。

（ここで気分転換と参加型授業の例として、 「囚人のジレンマ」ケームを参加者全員で体

験｡）

2 ． この10年間の授業実践

(1) 「17歳』の授業

青年期の単元においては、橋口穣二の「17歳」 （角川書店)、 「17歳の10年』 （文蕊春秋）

とそれをもとに制作されたNHKスペシャルを使い、 10年というスパンで人生を考えさせ

るようにしている。私は「30歳成人説」をとっており、 「30までは何をやってもよい。でも

30になって人生が決まっていなかったら終わりだよ｡」と生徒には説いている。
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(2) 「君ならどうする？」シリーズ

外国人労働者問題などを題材として、グループ°で考えさせ、プレゼンテーションをさせ、

一番いいものをお互いで選ばせている。特に国際理解においては、得体の知れない人々と

どう共存できるか、あるいは対立的共存という視点で考えさせている。

(3) 『ソフィーの世界』

倫理分野では、 NHKがラジオドラマ化した『ソフイーの世界」 (CD4枚）を使ってい

る。この『ソフィーの世界』のいいところは、西洋思想が体系的に整理されている点であ

る。今の生徒たちは体系に飢えている。歴史もテーマ学習が主流であり、大きな流れで歴

史や思想をつかむことができない。歴史においても思想においても何よりわかりやすいの

は時間軸である。その点では私立学校の方が、受験において網羅的な歴史知識を求めてい

るため、 自分なりの歴史観を持ちやすいのではないかと思われる。

(4) 『レモンをお金にかえる方法』 ・「世の中何でも経済学」

政経ではこの間、経済教育の旗振り役を務めてきた。それもこれも学習指導要領に「稀

少性」 （アメリカの新古典派的な経済教育)を入れたいがためである。これが抜けているか

ら日本の経済教育に魅力力:ないのである。 日本の高校の経済教育は歴史主義であり、大学

の経済学部ではいきなり数式が出てきてしまう。だから経済学がつまらないのである。 自

由とは何かについて、エンケルスは「歴史法則を認識すること」と述べているが、経済学

者のピーター・ ドラッガーは「責任ある選択」を挙げている。経済は選択であり、それは

すなわち生き方の問題なのである。私は市場の非情なども含め、新古典派経済学をしっか

り教えるべきであると考えている。なぜなら市場経済は現在もどんどん広がっており、そ

れに対抗しうる社会主義経済はすでにないからである。

私は経済分野においては、 『レモンをお金にかえる方法｣を原書で読ませている。この本

はたいへんシンプルにできているので使い勝手ｶざよい。また株式学習ケームも市場経済を

理解するのにたいへん役立つ。今はインターネットでもできる。すでに終了した力ざ、NH

Kの「世の中なんでも経済学」も教材としてはすぐ･れものである。VTRは市販されては

いないが、NHKに「教材用」といって頼めばダビングしてもらえる（と思う)。また、政

経ではとかく時事問題を取り上げがちだが、その基礎となる体系的な理論や概念といつた

もの力ざ絶対に必要である。私は、特に需要と供給を徹底的に教え、複雑な現象の背景にあ

る原理を理解させるように努めている。
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V特集公民科「倫理」「現代社会」の教材化の工夫

〔実践報告〕

高校生の「生」と「死」の認識について

－｢生命倫理」の授業一

東京都立新宿山吹高等学校講師 小橋一久

1 ．はじめに

この小論文の目的は「生命倫理」の授業を通じて、高校生の「死生観」を探ることであ

る。現在の教育の中で「生命倫理」という学習では、従来は「生命」又は「生」の学習を

導入として「死」を考えさせるという学習の形式から、 「死」を入り'二lとして「生」とは何

かを考えさせる学習へと変化してきている。 （注l)

以上を踏まえて「生命倫理」に関する授業を実施した。 目的は倫理の授業の最初として

「倫理とは何か？」を考えさせることである。 「生命倫理」からさらに「倫理」の特性を考

えさせることを日標とした。

2 ．生命の技術と「生命倫理」

実践の前提として、最新の生命技術の発展を考えてみたい。この分析に関しては生徒に

は示さないが、授業者にとって必要な情報なので簡単に整理をしてみたい。この分析の基

礎資料はNIEの授業として組んだので、 5紙の記事を中心とする。

「生命倫理」と死と生に関するテーマを整理すると以下のようになると思う。

(1)死と生の2つの領域に開係するテーマ

死に関しては死の定義として脳死と心臓死力:あり、臓器移植のドナーとしては脳死者力r

対象となること。生に関しては、医療技術として臓器移植力奇行われていることの2つであ

るが、臓器移植では脳死者からの移植、健康体の人からの生体移植の例があることに整理

できる。

しかし、脳死と臓器移植では、 I棗学的には、脳死判定後は臓器の維持が目的となるなど

本来の医療とは目的ｶざ異なる。又、手術の成功率や費用、術後の生活の制約等の問題や、

ドナーやレセプターとその家族の苦悩があることである。

現在はこの様な選択を避ける手段として白血症治療で骨髄移植と共に腰帯血移植の導入

がされている。
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(2) 生命の選択に関するテーマ

このテーマでは遺伝イ･医療と遺伝子による疾病、例えばダウン症等の診断が出生前診断

が可能になったことで、技術的に出生前に病気が予測できることである。その結果、出産

をどうするかの判断「生命の選択」を迫られる事態となっている。 さらに現在は着床前珍

断の技術までが開発されている。

(3) 生命を作る技術に関するテーマ

このテーマは生殖医療に関するもので、医学の専門的情報になってしまうが、新聞でも

記事として取り上げられること力:多い。ここで必要な情報として一般的な知識を整理する

と以下のようになる。基本的には生殖医療は不妊治療という形式で行われている。不妊の

原因は、妻もしくは夫側のどちらかに原因がある、又は、双方に原因がある場合に分けら

れている。妻側で卵管に障害ある場合は排卵誘発剤の使用や体外受精、 どちらかに原因が

ある場合は他人の精子・リl1子による妊娠、子宮に障害がある場合は代理出産という方法が

取られている。ここで現在問題となっているのは、社会的承認の範囲で、現在の政府のガ

イドライン案では、夫婦間の治療に限定される。又、子供に事実を開示するかでは、外国

では成人に達した時は情報を開示することが認められている力曾、 日本では基本的には開示

されないことになっているなど様々である。さらに出産した代理母か遺伝子上の母親のど

ちらが母親かという問題があり、現在の日本の戸籍制度では出産した母親が母親となる。

又、家畜に汎用されている技術を人間に応用することが「倫理的」に許されるのかという

点が問題となっている。

このテーマに属するもう1つはクローン技術に関するもので、家畜では畜産での家畜の

品種改良や増産の為にクローン技術が応用されている。ただし、 「ドリー｣の例などに見ら

れるように異常が生ずるケースが多い。又、 この技術を応用すれば「クローン人間」をつ

くることが可能な為に、各国政府が法による規制を試みているが、一方では研究を推進し

ている一部の研究者もいる。ここで問題とされているのは「倫理」問題として人間への応

用が許されるのかということである。

(4) 先端医療に関するテーマ

現在の先端医療では、受精卵の細胞には各臓器になる基本細胞が含まれていて、その細

胞であるES細胞の研究をヒトES細胞で行われている。現在は研究段階で実用化の段階

に進みつつある状況である。この技術での注目点は、免疫による拒否反応なしの臓器移植

が可能になることである。さらにヒトの遺伝子のDNAの解析が進み､将来の病気の予測が

可能になる。遺伝子治療の研究の基礎となっている。

以上のような4つのテーマに分類される。この4つのテーマを総合して考えると以下の

ような問題があげられる。

①受精卵を材料とする技術のように「生命と考えられる材料」を利用することの可否。
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②ヒトES細胞の技術に見られるように、 「生命｣に関する技術を医学特許として企業

の利益の対象とすることの可否。これは遺伝子の解析とそれを応用した医薬品の開発

でも問題となっている。

③生命の選択のテーマの例で、出産するかどうかを両親に選択させることが倫理的に

どうか。

④生命をつくる技術が「倫理」的に許されるのか。

以上述べた事を前提として、実際の授業のプランを作成した。授業の展開は(1)から(4)ま

でのテーマを拡大する形式で構成した。授業はNIEの手法で､新聞記事を基礎資料と配布

して、その資料を利用して作業をさせる形式である。使用した記事を紹介すると以下のよ

うになる。

【使用した資料記事一覧】

3 ．高校生の「生命倫理」の認識の分析

授業後は定期考査で生徒にレポートを書かせた。このレポートを使って高校生の認識を

分析してみたい。 まず生徒の関心について整理すると以下のようになる。

この表では全体としては､(1)臓器移植(2)クローン技術･出生前診断に生徒の興味が集まっ

たこと力ざ確認できる。又男子では前記した(1) ．(2)にバランス良く関心が分散したが、女子

-60-

一

アーーマ 使用した新聞記事 出典

生と死の2つの

領域

生体肝移植 生体肝移植でドナー死亡

移植を受けるか、受けないか。

生きるものの記録読者編

｢生きていたいのか、生きたくないのかわ

からへん｡」

毎日新聞

毎日新聞

生命の選択に関

するテーマ

出雄前診断 出生前診断を受けるのか、受けないのか 毎日新聞

生命を作る技術

に関するテーマ

生殖医療 紹介記事

政府委員会報告

朝日新聞

先端医療に関す

るテーマ

クローン技術

ヒトES細胞

動物でのクローン技術

京大研究用に国産のヒトES細胞を頒布

毎日新聞

毎日新聞

一

ナーーマ 男子 女子 合計
一

アーーマ 男子 女子 合計

中 絶 1 2 3 生殖医療 5 3 8

脳 死 5 3 8 クローン技術 8 4 12

臓器移植 9 13 22 生命倫理 3 5 8

出生前診断 5 7 12 終末医療 1 1



では臓器移植と出生前診断に関心が集中した。特に女子では性的役割で当事者になりうる

立場であることも原因ではないかと思う。

次に以上のテーマに対してレポートで生徒がどのような意見を出したかについて報告し

てみたい。まず、最初に賛成・反対・その他（特記事項あI)｡)に分類してみたい。

【テーマ】

以上の表は生徒のレポートを数壁的に分析したものであるが、実際のレポートでは複雑

な意見が書かれている。単純に礎成・反対という訳ではない。そこで注目すべきは、その

他に分類した事項に属する意見である。そこで主要な生徒の意見をテーマ別に紹介して分

析をしてみたい。本来は全文を提示する事で生徒の意見の全体像力ざ理解できるとは思うが、

生徒のレポートでその生徒が品も主張している点を取り上げてみたい。

(1) 大久保〈るみさんの選択について

この新聞記事では、大久保さんが最終的に生体肝移植手術を受けない選択をしたことに

対して、①家族の思いがわかっていない。又、②人間として生きる選択をすべきだ。③人

が選択できる問題ではない。④選択は一人一人異なっていい。⑤本人カゴガンになって、家

族の思いを知ったのだから幸せの形を得たといえるのではないか。等の意見が見られた。

又、人間の生き方に関して、⑥与えられた命をどのように生きるのかを考えてみたい。⑦

生きるということ、死ぬということが少し分かった。⑧自分を心配してくれる人力㎡いる限

り自分に価値力ざあると考えるべきで、死は私たちにのしかかるものだ。又、意見が振幅を

示すものとして、 ドナーの死亡記事を読む前は、脳死からの移植に抵抗があった力ざ、生体

肝移植より脳死からの移植の方が良い。 という意見があった。

(2) 脳死と臓器移植に関して

臓器移植の提供に関しては、 自分の脳死や死亡後には提供するという意見が多かった。
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賛 成

男子 女･子 合計

反 対

男子 女子 合計

その他

男子 女子 合計

大久保<るみさんの選択に

ついて【生体肝移植】
1 2 3 1 1 2 1 3 4

臓器移植（脳死を含む｡） 6 5 11 1 1 2 3 3 6

クローン技術について 2 0 2 2 3 5 1 0 1

命を選べぬ選択に光をにつ

いて【出生前診断】
0 3 3 1 3 4 1 6 7

ヒトES細胞について
’
4 1 5 1 1 2 3 3 6

生産医療について 2 1 3 1 1 2 1 2 3

中絶について 0 0 0 1 2 3 1 0 1



しかし、 自分は提供を受けることはしないという意見と、それで助かるなら移植を受け

るという意見に大別された。 「助けることのできる一つの命を救うか、二つの命を失うか」

の問題であるという意兄や「提供することで他の人が生きられるのなら、 自分の分も生き

て欲しい｡」の例は代表的な例である。やはI)肯定論が多い。その例としては、 「生きたい、

生きなければならないと考えて、方法を選択し、結果が出たので選択にまちｶいはない｡」

と述べている。このテーマで擬成にしる反対にしろ、共通して問題としているのは、手術

にあたっての検査や病院の体制の整備である。生体肝移植の現在の成功率が80%であるこ

とは紹介したせいもあると思うが、移植手術に絶対安全はないということは認識している

と思う。

(3) 出生前診断について

このテーマでは出生前診断とダウン症の2つの要素が含まれている。賛成・反対の意見

は半々といった状態で生徒の判断が二分されている。 しかし、 この両論には共通点がある。

それは産まれた時に先天性異常であるダウン症という障害があっても大切な生命に変わ

りないという認識である。そこで賛成の立場では「子供に障害という重荷を背負わせるこ

とはどうなのか？」という点に注目している。反対の立場では、 「診断で子供の生死を決め

るのは間違っている｡」 「診断を受けるということは子供を選ぶことだ｡」 「母体保護法で診

断により堕胎するなどの行為は社会で障害者の存在を許さない行為だ｡」というような論点

力ざあげられている。さらに問題としているのは、医療現場での障害者への理解や、出産や

育児の支援の必要の2点力ざあげられる。 「生命は選ぶものでなく、一生懸命育てるものだ」

が生徒の結論である。

(4) ヒトES細胞について

このテーマでは、臓器移植の問題の解決や難病治療の手段として評価する意見が多い。

しかし、進んで肯定している訳ではなく、実衝的には否定的な反応を示している。その理

由としてあげていることは、①ES細胞の原料が不妊治療で使用された残った受精卵であ

ることを「既に産まれた生命」を使う視点から問題である。又、②生命に関する技術を医

学特許として金儲けの手段とすることは問題である。等の2点である。

特に、人を救う医学という視点から、医学の特許の権利を認めることは、現在では企業

の医療特許の独占が問題となっている。具体的例としては、遺伝子医療や遺伝子技術を利

用した薬品開発を推進した巨大企業が特許により利益をあげる例やエイズの治療薬を開発

した欧米の企業が特許を盾に途上国がエイズ対策で治療薬を生産して安価に供給すること

を妨害する行為で紛争が起きた例がある。又、人間とニワトリとどう違うのか、すべての

ことを「倫理」で判断できるのか？といった課題提示もあった。
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(5) 生殖医療に関するテーマ

このテーマでも賛否両論であった力:、その判断では、子供と両親（不妊夫婦）の2つの

視点で考えていた。肯定する場合は、 「子供が欲しい人には必要である｡」 ということを理

由としていた。 しかし、前述した子供と両親の立場で、不妊夫婦の思いはあるが、子供は

どうなのか？という視点が欠如している。又、養子を迎えるという選択もあるのではとい

う指摘。 「生命を操作する様な技術は聖域を犯すものだ、そこに入らないのも進歩だ｡」 と

いう意見は良く考えたと思う。又、 「倫理｣的な視点からやはl)生殖医療は、パートナーの

みに限定すべきとの意兇は、現在の国の指針とも一致している。

4．高校生の「生命倫理」観について

生徒の課題のレポートについては3でも述べた。レポートの分析から見えたことから高

校生の「生命倫理」観について報告をしてみたい。

まずあげられることは、生徒が提示された各テーマを考えあわせることで｢生きるとは」

という根源的質問を考えたことである。

生徒の中で、この根源的問いに彼らなりの答えを出した者が4名いた。この生徒のレポー

トから注目すべきことを考えてみたい。

具体的には女子3名と男子1名がレポートを提出した。そのレポートから「生命倫理」

への考え方を紹介したい｡①人が生きるということについては、 「人間的に生きることであ

る｡」②倫理については「社会や人が人としていかにかかわることで、現在の倫理が過去や

未来の論理と同じとは言えない｡」③生命倫理については、 「人権や生命の尊重である｡」④

生命に関する技術に関しては、技術は進歩した力寸、それは人間のエゴではないか。等であ

る。以上の視点が含まれているが共通している部分は、やはり、 「生命という物を考え続け

ることで答えに達することが生命倫理の根幹である。やはり生を知っているのは、 「本当に

生きたいと考えている人である｡」ということで、 「生きたい｡」という視点から、臓器移植

等は肯定するが、その他のテーマは肯定できない。そこには「生命を選択する行為」は本

来人間に許されていないという認識があると思う。特に出生前診断は障害者の社会からの

排除という考え方が含まれていることには反発が強い。現在の社会は「優生思想」的傾向

が芽生えているとも言われているので心強い反応である。やはり、倫理と技術の進歩の乖

離に関して、生徒が資料から読み取りをしたことは確認できる。この授業は4月から6月

15日までの短い期間であるので不十分だった力㎡、生徒から「死は分かったが、生とは何で

すか？」という根源的質問があった。このことは大事だと思う。

(注1 ）参考文献「生命倫理ハンドブック』菱山豊、築地書館、 2003年

『死を通じて生を考える教育』中村博志編著、川島書店、 2003年
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〔実践報告〕

公民科｢現代社会」における空き缶リサイクル学習の今後の展望

東京都立葛西南高等学校 多田統一

1 ．はじめに

公民科「現代社会」では、資源･エネルギー問題の具体的な課題追及例として、 “ゴミの

減量とリサイクル”という課題を設け、消費生活における廃棄物の問題やリサイクルの必

要性などについて、 自らの生活と関わらせながら、政治、経済、社会、倫理的な観点から

追及させる学習が要求されている。

2 ．消費者としての立場に立った学習

従来、資源・エネルギーの節約という視点からのアプローチが多かったｶ、今後環境問

題としての視点を重要視していく必要があるものと思われる。分別回収やリサイクル運動

への協力、ゴミの持ち帰り運動への参加などを扱っていきたいものである。

3 ．地域の等身大の問題への関心を低下させないための工夫

空き缶問題は、都市・生活型公害のひとつで、生徒にとっては日常生活と密着した身近

な問題である。 日常生活の観点から、人間としての在り方生き方に関する自覚を深めさせ

ることが大切である。家庭や学校生活の中での空き缶の問題を考えさせていく工夫ｶ：必要

である。自販機やデポジットの問題が面白い。

4．ボランティア教育との連携

文部科学省や東京都が、今ボランティア教育に力を入れている。車イスを購入するため

に、空き缶のう°ルタブを集めた生徒がいたり、中学時にボランティアとしてアルミ缶の回

収をおこなった生徒がいたりするものである。このような経験を生かした授業展開も可能

であろう。

5 ．法の問題や財政の問題を追及

1995年に容器包装リサイクル法が可決．成立した力：、スチール缶やアルミ缶は有価物と
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してリサイクルされるため、再商品化計画と再商品化の義務対象からはずされた経緯があ

る。 リサイクルを行なっている自治体への支援や、電炉メーカーの経営破綻の問題なども

みる必要力ざある。

6 ．地域の諸条件との関わりを考察

循環型社会への転換は、地域性を考慮したリサイクルシステムの構築にかかっている。

特にデポジットの成否は、地域の諸条件と密接に関係している。地域社会の在り方や自然

条件の違いを考察しなければならない。離島という特殊な要因から、 ローカルデポジット

カ意スムーズに機能した例もある。 日本の風土にあったリサイクル、ボランティアの在り方

を考えて行くことが大切である。

7 ．性の問題、労働者としての問題を考察

子供、高齢者、女性、労伽者の視点から考察することが求められている。家庭での家事

分担やゴミ処理の問題など、性の問題や清掃労働者の問題として考えさせてみることが必

要であろう。

8 ．結論への導入

結論へどう導くかが重要であるｶぎ、企業倫理、国や自治体の責任、消費者の意識変革の

3つの柱で考えることができよう。

9 ．他教科などとの連携

「総合的な学習の時間｣、他教科・科目との連挑、学校行事やHR活動などの特別教育活

動との連携を図って行くこと力ざ大切になってくるものと思われる。

10．市民との連携、社会教育施設の活用

ドイツでは、 1970年代の酸性雨による森林破壊を教訓に、環境保全を目的とした循環型

経済への転換に取り組んでいる。学校教育においても、ゴミの問題などを教科で積極的に

教えている。市民団体との連携や環境教育のための施設の整備が進んでおり、 日本で参考

にしたい点は多い。
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11．おわりに

地球規模の問題を強調し、その解決のための結論を国際協力にもってくるような授業で

は、到底資源・エネルギー・環境'''1題を、生徒自らの問題として考えさせることはできな

いであろう。環境倫理学の成果の導入、地域経済の自立、地域自治の回復などの視点、思

想・ｲilli値観の問題など、地域の等身大の問題への関心を低~ドさせないような授業内容の導

入がぜひとも必要であろう。
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〔実践報告〕

｢テレビゲーム」のメディアリテラシー

東京都立小岩高等学校 杉岡道夫

msugil23@anet.ne.jp

1 °はじめに－現代社会の課題を「生徒がみずから発見」するために一

公民科「現代社会」の授業では、 2学期前半に生徒にきわめて身近な「テレビメデイア」

について、コマーシャルやドラマなどを通じて、マスメディアの影響力について、 「映像言

語」や「音声・ナレーション・音楽」などの「メディアテキストの解読」を微細に学習し、

2学期後半の授業では、放送番組「課外授業．ようこそ先輩! ｣ (NHK制作）をきっかけ

に、テレビケーム（つまり現代社会）の抱える課題を学ぶ単元構成とした。

具体的には、①「テレビケーム」とは何か？②テレビやマンガとのメディア比較、③膨

大なケームソフトについての「買ってはいけないテレビケーム」 （週刊文春）の「記事」を

用いて、 「規制の是非｣を討論し、④作り手の立場からメディアを考え、⑤現代の課題につ

いて、話し合いを通して、 自分の考えを明らかにする学習を行なった。

(注1） 筆者としては、 「メディアのつきあい方を学ぶ｣①から④までの4つの学習段階を

提唱している。 （詳細は「東京都高等学校公民科倫理現代社会研究会紀要j第40集参照）

①さまざまなメディアの存在に｢気づく｣段階例:CM等を素材にメディアテキスト

に注目

②メディアを歴史的に学ぶ（例：事件を通し、 メディアの影響と役割を学ぶ）

③メディアテキスト （新聞、雑誌、ビデオ、広告など）を制作する （例：メディアの

特性と制約にそって制作する）

④メディアを通して表現する （例：自己表現としてメディアを適切に選択し、社会と

切り結ぶ）

拙稿「メディアリテラシーを育成するために」 （｢高校視聴覚｣No.113所収、全国高等

学校メディア教育研究協議会、 2003年3月）ではアメリカとNHKの動向を紹介した。

メディアリテラシーの力をつけるには具体的にどうするか？それには講義形式よりも、

小人数でワークショッブ形式を授業で導入し、指導者自身がファシリテーター（学習の

支援を行う訓練を修了した者をさす） として「授業づくり」をすることが提唱されてい

る。FCTや授業づくり研究会、東京大学情報学環などの試みを参考に、研究会では、教

師向けのワークショップも開催した。今回は、授業で行なった記録を中心に報告したい。
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2 ．授業では、生徒から情報をひきだしてみる

授業のはじめに、 「テレビケームって何だろう？」と発問すると、生徒たちは口々にファ

ミコン(nintendo)、 PS2、X-BOXなどを挙げてくる。定時制1年生は中学卒業直後の生

徒から20代後半の社会人までが一緒に学んでいる。そこで、授業者は、世代の異なる生徒

をインフォーマント （情報提供者）にしてインタビュー的に話しかける。すると、生徒自

身からケーム機(ハード)の会社にはSHARP、FUJITSU力撒退し、残った5－6社が激

烈に競争中なのだとの情報提供力郵ある。

テレビケームは、歴とした「エンタテインメント」 （娯楽）である。生徒たちの定義では
エンタテインメント

「娯楽とはくハラハラ．どきどき・わくわく＞」であり、ケームでは、不思議な登場人

物、あり得ない設定とともに、 『少年ジャンプ」の隠れたモットー「友情・努力・勝利」を

満たす話が適している。 とくに「ファイナルファンタジー」などの大きなケームでは、不

思議な力をもつ人物､知恵をさずける老人､力を合わせる仲間たちが登場するのはマンガ・

アニメとケームはほとんど|司じなのだという。 「本や雑誌･マンガとどこが違うのか？」に

対しては、テレビケームだと、 「いきなり主人公になれる！」 「プレイヤーが即、主人公に

なれる」との声。ケームの種類（注2） を確認すると年齢の若い生徒が一番知っていた。

このように、生徒は自分の体験と関連すると学習意欲は抜群に向上する。

(注2） ケームの種類は以下のように分類される

ACTアクション PZGパズル FTG対戦格闘 SPGスポーツ

STGシューティング（射的型) AVGアドベンチャー SLGシミュレーション

A・AVGアクション・アドベンチャー RPGロールプレイング

TBLテーブル A・RPGアクション・ロールプレイング

S・RPGシミュレーション・ロールフ。レイング RCGレースゲーム

3 ．ゲームの制作者が何を考えて作っているのか？～作り手＝制作者側から

眺めてみる～

「ケームってどんな風に作られているのか？」をケームプロデューサーの水口哲也氏が出

演する「課外授業ようこそ先輩！」を用いて、作り手＝制作者側から眺めてみる。

授業開始。水口氏の母校の小学校6年の教室模擬授業をいっしょに視聴し始める。

番組を視聴すると、 「ケームづくりは遊びが仕事」とのナレーション。ケームの「タネ」

に手をたたくのを真似るという単純な「遊び」が紹介される。水口氏が手をたたく、する

と教室のみんなが手を打つ、拍子をかえると、おなじ拍子で手を打つ。この遊びをもとに、

拍子とポーズを記憶し、瞬発力で答えるケーム「スペースチャンネル5 (SC5)」を開発。

水口氏たちが開発人員70名ものチームで期間は2年間で作られた。
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地球を侵略するとぼけた宇宙人に拉致された地球人をとりかえす「世界観」の中で宇宙

人の出題に解答するのは主人公キャラ「うらら｣。教室の生徒のほとんどが知っていた。

番組の前半7分を視聴後、ケームクリエイターの肩書きをもつ水口氏を解説したワーク

シートに目を向けながら発問する。 「ケームってどんなタイプ°力ざあるのかな？」お馴染みの

ケームを分類（注2参照） していく。 「たまごつち」もケームだったとメディア体験をふり

かえり始める。そして、 「テレビケーム」を作るのに必要なのは、いったい何なのかと発

問。 「ファイナルファンタジー｣を例に、登場人物は何人いるのか、かれらの存在している

「世界」 （ケーム業界では「世界観」とよぶらしい）を生徒にも説明してもらうと、あらた

めて映画やアニメーションと「メディアとして共通の仕組み」で作られ、 「作り手」の立場

が見え始める。さらに、 「マリオ」 「ポケモン｣などを思い出しながら、 「テレビケームには

必ず、キャラクター（登場人物） とシナリオ（脚本） 力寸必要不可欠である」ことが判明す

る。

続けて、ケームの経済的背景を理解するため、 「では、ケームをつくるソフト会社はいっ

たい何社あるか？」と尋ねると、大半の生徒はとまどい始める。範囲を100-500に限って

も大半は200-300社くらいとの答え。答えは、 「なんと350社｣。発売しているケームタイト

ル（数）は？ 「えっと2,000<らいかな」 「ひとつの会社力雰複数のタイトルを発売している

よね」「わからないよ」 「10,000くらいかな？」今年、発売されているケームの種類は、約

8,000タイトルもある。この数は、ケーム業界で把握している数字なのだ。こうした数字

は、社会的背景の理解をスムースにする。

生徒にとって身近なテレビケームを素材に、 どうやったら「ケームクリエイター」にな

れるのか？番組視聴を再開。 〈｢欲求」に忠実に出していくと…未来につながる＞と水口さ

んは画面の中で、小学校6年生にファシリテート （活動支援）する。

． 「企画」の立て方がプロデュースというお仕事

・テレビケームがあるかどうかすら分からない「25年後」に「何が必要か？」

・たくさん考えを出しあう

・制約なく自由にお互いに考えたアイデアを出し尽くすまで出す

番組「課外授業」は進行し、未来のファッション・テレビ・ロボット ・未来のよりより

社会･遊び空間（男女向け） ・スポーツ観峨などをグループで考える小学校6年生、プレゼ

ンテーションまでの四苦八苦力ざ番組の中心である｡新しいことを自分たちなりに考えて「し

らべて」「まとめて」 「つたえる」こと力罫小学校6年生の教室でこんなに自由に楽しくでき

る。定時制の生徒たちも食い入るように番組を見て、何か(すごいなぁ） （プロデュースっ

て格好いい） （やってみたいなぁ）を感じ始める。
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4 ． 「メディアは作って初めて本質が理解できる｣のがメディアリテラシーの鉄則

ケームっておもしろそうだな、 ここまできたら授業は大きく方向転換する。生徒が「作

り手」になってみるのだ。ケームや映画・ ドラマなどの「企画」立案には、授業時間が不

足するし、新鮮さが感じられない。そこで、パソコンが初めての生徒でもできる「デジタ

ルアニメーションづくり」を行った。メディア教育では、 メディアの性質を、紙の上の知

識として理解するのではなく、実際に「つくってはじめて、わかる」ことを大切にする。

これによって初めて、 「生徒力:比較分析の視点を持つ」こと力§できる。

ワークショップでリフレクト （ふりかえり） とよばれる部分を「基礎学力」を育成しな

がら、授業でどのように実践するかが、定時制の場合、生徒を伸ばす課題である。

■「作ることで分かる・・・分かり合える」 （アニメーション制作）

・フリーソフトの活用：使用したのは、白黒アニメーションソフト「EASYToon」とい

うフロッピー1枚程のフリーソフト。操作が簡単で、パラパラアニメの要領。白黒画

面だからこそ、形の変化のみに集中できる。生徒たちからは、カラーの作品も作って

みたいと発言も聞かれた。

・操作はたった15分でマスター：操作は、 日頃あまり口をきかない生徒同士でもすぐに

教えられるため、マウスの操作を知っていれば簡単にできる。保管するIDを与えて自

宅でさらに作成する生徒もでてきた。何しろ、フロッピー1枚で持ち帰ることができ

るのがいい。

・文化祭でのweb発表の機会をつくる:webに表示できるようにして､プリントアウト

も作り、ポスターサイズの展示とパソコン展示を行う場を設けてみた。知らない学年

や学校内外から評価してもらえる機会力ざ生徒の達成感を刺激し、次の活動へ結びつく。

発表では、 「総合的な学習の時間(SFアニメを読む)」のグループも一緒になってオリジ

ナルなアニメーションを作って展示。ほんの2時間ほどで自分なりに工夫した作品や気に

入ったアニメをパロディにした作品などを作り上げた｡｢初めてでうまくいくか心配だった

けど、デジタルでやりなおしができるのがよかった」 「集中できた」 「作ってみて内容的に

問題があるんで一般公開できる作品じゃないのが残念、今度はみんなに見てもらえるのが

いい」など意欲とともに作った内容に対して「自分なl)の責任感」力訂あることを表明する

生徒も出てきた。

このように、メディアリテラシーを育成する授業では、具体的には「アニメづくり」で

「メディア特性」を深く理解するとともに、 「企画力の必要性」 「相手のみとめあい」など

の「見えない学力＝生きる力」を身につける貴重なチャンスとなっている。

授業もこのあたりまでくると、生徒たちは「テレビケームというメディア」をじっくり

客観的にとらえはじめ、問題点があることに目が向いていく。

テレビケームでは、ケームの所有者（ユーザー）は、観客・視聴者といった傍観者では
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なく、 「誰もがく主人公＞になれ｣、フ･レーヤーとして参加できる。 インターネットを利用

すると、ケームセンターのアーケイドケームのように、複数のブレーヤーカざ参加可能なメ

ディアであり、 「なI)きってしまうメディアである」との意見にまとまってくる。そこで、

「買ってはいけないテレビケーム」という週刊誌の記事「週刊文春」2003年10月17日号他）

を要約したワークシートを読み込みながら､｢ケームが青少年に悪影響を与える｣情報が｢真

か偽か」を考えることにする。

5 ．では、テレビゲームはどうなっているのか？

ワークシートでは、 「アダルト向け」 「暴力的表現(＊)」 「差別的(非人権)表現」 「ホラー

（恐怖心をあおる)」などの「いくつかのケーム」を、一定の規準で区別する作業を「誰が

基準を作るべきか｣とともにワークシートで行ってみると、同じケームに対して、 「自分は

こう思う」と異なる意見があることに気づく。規準を作るためには、違いを話し合い、合

意した内容を「基準」 （自主規制） として新たに作り出さなくてはならない。

討論を始めると、 リアルな「人殺しのケーム」が大人向け売り場でしか入手できないと

か｢ホラーケームでも怪物のゾンビ殺しならいいけど、人殺しはいけないんじゃないか？」

「生身の人間だとよくないよ」と続々と議論が沸き起こることになる。

自主規制の基準づくりには、方法として 「ケームの企画趣意書」を読み出して、比べ、

問題がありそうなものに絞って「分担してやってみる」など生徒なりの考えが見られ、一

部の有識者や法律の専門家、制作者たちだけでない開かれた討論の必要性に思い至る。ど

ちらにしても「規準があっても判断するのは簡単にはできない」ことがわかってくる。

＊暴力的な表現とは「無抵抗な相手に対し暴力によりダメージ（肉体的精神的な傷害・

死)、 を与える」表現と仮に定義してみた。 （詳細は付記参照)。

6．教室でできるメディアリテラシー教育
寺

～「メディア教育」が育てる「基礎学力の向上｣～

メディアの「作り手側の立場」をしっかりつかまえてこそ、われわれをとりまくメディ

ア環境での「情報」のあり方を議論できることになる。そして、作った作品内容を評価し

てもらえるプレゼンする場が確保されていることが不可欠なのである。

幸いなことに、 11月1日の校内文化祭での展示発表、 11月中旬の東京都高等学校文化祭

における「高校生交流広場」デジタルプレゼンテーションとして、 自分たちの活動を300人

ほどの高校生の前でプレゼンテーションし、生徒たちが「これからもっと工夫したアニ

メーションを作りたい｣｢緊張したが､もっとうまくプレゼンをかっこよくやりたい｣といっ

た反応を得ることができ、一応の成果を得ることができた。

このように、 メディア教育は、アナログであれ、デジタルであれ、そこに立ち合った生
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徒自身が感銘を受けながら、 より進んだ学習をめざすようになることなど、基礎学力を高

めながら、 「誰も力ご市民として自立する力｣を身につけさせる教育として、特に情報科と並

行した活動を「総合的な学習」や「パソコン・アニメ・放送」等の部活動、教科活動を立

体的に構成することカゴ日本で真の「メディアリテラシー」教育の確立につながると確信し

ている。 （注3） （注4）

今後とも、機会を得て、 さまざまな学校に「出前授業（注6)」力ざできるよう、 「だれも

ができる」実践（注5） を積み重ねていきたい。 (2003.11.27記2004.3.26追記）

★テレビケームの最先端を走る日本では、野放し・ 「無規制」から「法的規制」への世論

が生まれ始めている。凶悪犯罪における少年審判で「テレビケームの影響」が指摘される

ことから記事は始まり、 「内容について｣野放しのままのテレビケームについて、合衆国の

ように「レイティング（段階・区別)」をすべき時期にきていると結論づける。

(注3） 実践記録：藤川大祐編『メディアリテラシー教育実践事例集』所収「ドキュメン

タリー〈クローン＞を読む」 （明治図書） 1999年国立教育研究所･有元秀文編文部省

『教育方法の改善に関する調査研究委託一生きる力の育成をめざしたコミュニケーショ

ン学習プログラムの開発研究」2001年3月参照

(注4） ワークショップ開催：平成15年度は8月と10月に開催､｢メディアリテラシー：テ

レビ50年を考える」講座は2004年1月開講、都立小岩高等学校ホームページ「学校公開

講座」参照http://www.koiwa-h.metro.tokyo・jp/index.htm

(2003年度は活字も含めたメディア入門、次回2004年度は本格的な「本」というメディア

も扱う予定）

(注5） 水越俊行・中橋雄「新しい学力としてのメディア・ リテラシー？ ：その研究と実

践をどう進めるか？』日本教育工学会2002.11.3, 6事例の詳細（杉岡の事例「ドキュメ

ンタリーを解読する」は「3． メディアの読解・解釈・鑑賞」の典型例として紹介され

ている） もネット上で検索できる。教育工学的にコミュニケーション論の立場から構成

要素を分類している。

I 「情報の受け手と送り手」の両方にかかわるのが

「1． メディアを使いこなす」makefulluseofmedia

「2． メディアを理解する」 understandingthespecialcharacteristics、

II 「情報の受け手」にかかわるのが

「3． メディアの読解・解釈・鑑賞」 interpretation

「4． メディアを批判的に捉える」criticalunderstanding

III 「情報の送り手」にかかわるのが

「5．考えをメディアで表現」representation

「6．メディアでの対話」dialogueandcommunication

■構成要素の詳細■（ただし、これは学習の順序を示すわけではない）以下の表解参照

なお、メディア・ リテラシーにおける「メディア」については、①マスメディア（マ
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ス)、②メディア機器(機器)、③メディアメッセージ(メッセージ)、の3つを区別して（ ）

内に表記してある。

1 ． メディア（機器）を使いこなす一makefulluseofmedia

a.メディア（機器）の操作技能

b.複数のメディア（機器）の使い分け

c、複数のメディア（機器）を組み合わせる

2 ． メディア（マス・機器・メッセージ）を理解する

-understandingthespecialcharacteristics

a.メディア（機器）がどんな特性をもっているか？

（一方向性・双方1句性・広播性・即時性など）

b、 メディア（機器・メッセージ）には、 どのような文法・表現方法があるか？

（フレーム・モンタージュ技法・音響効果・編集方法など）

C. メディア（マス・メッセージ）は、 どのような影響力をもっているか（責任・

倫理）

3 ． メディア（マス・メッセージ）の読解・解釈・鑑賞-interpretation

a.視聴能力（内容把握・主題把握・先読み・映像段落・鍵シーン・特殊効果等）

b.行間・背景を読む力

c・多角的な視点から評価することができる（価値判断含む）

4． メディア（マス・メッセージ）を批判的に捉える－criticalunderstanding

a. 自分のイメージに偏った読み解きをせず、客観視することができる

b.送り手の信条・立場・考え方を捉えることができる

C.多角的な視点からクリティカルに読み解くことができる （場合によっては、社

会的・文化的・政治的・経済的文脈も考慮する）

5 ．考えをメディア（機器・メッセージ）で表現-representation

a.特性を考慮し、表現技法を駆使した情報発信ができる

b.他者の考え方を受け入れつつ、 自己の考え方を創出することができる

C.オリジナリティのある情報発信ができる （クリエイティブ・センス）

6 ． メディア（機器・メッセージ）での対話-dialogueandcommunication

a， 相手の解釈によって、 自分の意図がそのまま伝わらないことを理解する

b.相手の反応に応じた情報の発信ができる

C. 相手との関係性を深めるコミュニケーションができる
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(注6） 出前事業の必要性は、 メディアリテラシー教育の広がっているフィンランドでも

まだまだ必要であると紹介されている。

拙稿「メディアがひらく教育の未来(2)」

OECDの調査で日本などでの埜礎学力の低下ｶ示されるなか、 トップとなったのが北欧

フィンランド。どの科目でも、学校と教師の裁量権が大きく認められている。

2003年ll月3日にNHK教育テレビ「ETV｣2003では、小学校における「映画づくりで

のばす総合的な学習｣、 11月4日には、高等学校における「メディア教育」が育てる「基礎

学力の向上」を的確に紹介した。

フィンランドでは、 メディアを「生徒が分析」する授業を通して、新聞･雑誌･テレビ・

ネット情報などを的確に受け止め、批判的に読み解きながら、発表・分析といった「言語

化できる学力」を向上させるとともに、生徒の「気づき」を大切にすることから生まれる

オリジナルな視点から、発表へと導くメディア教育の授業の一端が紹介、さらに、 「メディ

アは構成されていること」を「ビデオづくり」 「新聞づくり」 「写真メディア」などを|司時

進行させ、卒業発表によりきちんと評価する仕組み力苛あること、 メディアの性質は紙の上

の知識として理解するのではなく、｢つくってはじめて｣生徒が比較分析とのリフレクト(ふ

りかえり）＝「メディア規制が宗教･政治・ジェンダー」にかかわることを自覚することで

興味関心を生かしながら、本格的な討論や調査を始める。

次に、生徒の発表授業では、新聞の人物写真のみに注目し、スポーツ選手などはヒー

ロー、王室もファッションがすてきに紹介されるのに、政治家は「前向きな姿勢」力f強調

されるワンパターン、 とイメージの分析に鋭い指摘をするものなど、積み重ねられた「学

力」＝基礎学力が高まり、的確な判断力・論理的構成力が感じられる。

さらに、生徒の発表番組は地域で放送される場力:あることで生徒の意欲が向上すること

も取り入れたいことである。

だが、 このフィンランドですら、 メディア教育の実践はこれからであること力雰示される。

まだまだ特定の高校のみでのメディア教育だが､担当教師は｢生徒は、現実とどうつながっ

ているのかがわかると意欲力ざ向上する」と語っている。

また､このような先進的なメディア教育の普及のために優秀な教師を政府が小学校に｢出

前授業」させ、ビデオによるアニメ制作を通して、児童も教師もが「メディアを作る楽し

みと雛き」とを共有し、同時に「メディアについて学ぶ」必要性を感じるための指導体制

をとりはじめていることが印象的であった。

メディア教育をささえるテレビメディア自体の動きとして、 ローカルテレビで月に1回

定期的に「高校でつくられた映像作品」を放送すること、そこに立ち合った生徒自身が感

銘を受けながら、 より進んだ学習をめざすようになることなど、基礎学力を高めながら、

「だれもが市民として自立する力」を身につけさせる教育を推進するフィンランドの国情

に迫った番組であった。 (2003.11.5.杉岡記）
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(付記） そもそもメディア・ リテラシー教育とは何かと言うこともわかりやすくいうと、

水越論文による「メディア・リテラシーのエレメンツ（構成要素)」の理論的整理が幅広い

実践例から整理している。

では、テレビケームは、 メディアリテラシー教育の中でどのような位置づけをしたらよ

いのだろうか？

生徒自身に「判断する力」を育成する目的でというならば、 メディア比較の方がよい。

広告を単に広告主の事情を中心に経済経営的に考えるよりも、チラシづくりや企画をす

る、つまりメディアをつくることが「面白い」 くてよいし、創造性そのものをのばすこと

なのだと納得するには、 「課外授業」を放送教育的（もうひとりの授業者からのメッセージ

を利用して、発展学習する）に利用する手法でこの授業は構築されている。

メディアを批判する、 よい利用者としての生徒の自覚と成長を促すために「レイティン

グ｣をどうするか、を取り上げた。実践事例では、既存のメディアで確立した方法、 「映倫」

のような内容についての議論を「公共的」に行う手法を「自主規制」ととらえ、そこから

「内容に応じた区別」 （というメディアに応じた「かたち｣）がメディアの流通過程で必要

だという認識をもたせることに「公民教育」を接続すること道筋をもたせた。

学校の授業が際限なく拡大して、社会運動につなｶるといった脳天気な議論に、学校教

育の「教科授業」は与し得ない。

まず、社会的な認識を高め、態度変容に導く。これが教科としての主眼である。その課

程で、できることなら「効果的な話し合い」 「議論をふかめる手法」なども学ぶこと、副次

的ながら可能であったと、付加しておく。

メディアリテラシーの「3つの立場」 （メディアウォッチ・メディア分析･メディアによ

る情報発信）のうち、 「教科の枠組みの中でできること」を今回は重視した。たしかに、総

合的な学習ならばもっと「創る」ことを重視できる。発表の場も確保しやすい。 しかし、

評価を的確に行い、 目標としての｢情報｣の価値をみつめなおすために、 「情報教育｣や｢コ

ンピュータ」教育、あるいは「文学教育」「社会科教育」の枠組みから抜け落ちている視点

を拾いだしてみた。

シミュレーションとケームの手法を用いた「教育」はケームのもつ魅力のみに注目する

傾向がある。だから、テレビケームの「構造的な」理解には、キャラクターや物語の生成

にかかわる「視点」を教師が充分にもっていないと、表面をなでまわすことの終始したり、

噂にすぎない俗説（｢テレビケームそのものへの断罪」 「ケーム脳の恐怖｣）を教師というメ

ディアが強化しかねない。

メディアとメディアからの情報を「客観的に」つかまえる努力なくして、 メディア教育

がありえない、 ということは「フィンランドのメディア教育」でも教師自身が毎日テレビ

そのものから教材を選択する努力をしている報告からも明らかである。教材センターの素

材程度で｢生｣のテレビ、変幻自在なテレビを掌握することができないように、テレビケー
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ムは「社会的な広力ざり」の'1'で初めて、理解を深められる。

今回の「テレビケームのメディアリエテラシー」を授業で行った、青少年とテレビケー

ムの影響関係については、専門家でもなかなか判断が困難なことを生徒にも自覚してもら

う機会をもつことが重要であった。 『メディアと暴力』 （勁草書房）の著者佐々木輝美氏と

は直接対話する機会力ざあり、暴力の原因として、日常的にメディア暴力に触れることで｢観

察学習効果」 （メディア暴力をまねてしまう） と「脱感作効果」 （暴力に対して鈍感になっ

てしまう、慣れてしまう） をあげている力§、いずれも「誰にでも起こる」わけではなく、

学問的には決定打はないようである。

また、新聞やテレビ･ネットなどのマスメディアが、 「メディアの悪影響を報道する」と

きのスタンスは、学術的に確定していない〈ても、俗説であっても、意図的に若者の課題

をとりあげたいとき．、記者が読者の気分をあおりたい理由があるときなどにはかなり窓意

的に取り上げられる。背景にはさまざまな動機があるように思われる。

杉岡は、テレビケームの作り手の「nll造性」と企画力を紹介する「課外授業ようこそ

先輩･ケームクリエイター水口哲也」 (2003年9月にNHKにて放送）を用いた後、ケーム

の「悪影響」の「真偽」を考える資料を与え、 （悪影響があるかどうかは簡単にはいえない

が、扱い方次第であると生徒に理解してもらい） （ケームの作り手・エンジニア・脳の科学

者・政府の役人・学校の先生・親・ケームのフ・レイヤー自身）誰が、 「いい．悪い」を区別

すること力ざ正当なのか｣を論じることを中心に授業を組み立てた。 （ケームの段階分けは週

刊文春10月「買ってはいけないテレビケーム」などを参考）

テレビ悪者論やマンガ悪者論の延長としてテレビケームを否定的に扱う 「メディア」議

論は、床屋談義となりかねない。

ケームの作り手に「人間」がいること、作ることや売ることに「社会的な影響」力蒼ある

場合、 どこをどのように判断していくべきか、 レイティング（映倫のR指定のような）あ

るいはテレビのVチップ問題とかかわらせて理解をしてもらうことが「メディア」 リテラ

シーとしては大事な視点と考えている。 （注7）

杉岡の所論にあるように、 メディアを肯定否定の両面から扱うことや作る楽しさを実感

する機会をもたせることで、学習内容をリフレクトするため、社会的な文脈から判断する

学習が必要不可欠であることを示唆している。

(注7） 「メディア・ リテラシー」教育の中で、特にテレビ理解については、 「テレビ・ リ

テラシー」が碓井氏により提唱されている。これは、テレビから送られてくる情報を、

批判的に解読するとともに、みずからも情報発信を行うことのできる能力」と再定義し

ているのは、 6月に刊行された「テレビの教科書」 (PHP新書252)を書いた碓井広義

氏。彼は、 「テレビ・リテラシーの基本概念」として、メディアリテラシーの8つの概念

をアレンジして以下のように読み替える。 「テレビ」を他のメディアに置き換えてもい

い。
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1 テレビはそれ自体が文化である。メディアはそれ自体が文化である。

2 テレビはそれ自体がひとつの産業である。ひとつの産業である。

3 テレビは視聴者（オーディエンス）に意味を読みとらせる。オーディアンスに意味

をよみとらせる。

4 テレビはものの見方、考え方、価値観などを伝えている。見方・考え方・価値観を

伝える。

5 テレビは社会的・政治的な意味をもつ。社会的・政治的な意味をもつ。

6 テレビは独自の表現をもつ。独自の表現をもつ。

7 テレビから送られてくる情報はすべて構成されている。メディア情報はすべて構成

されている。

8 テレビは現実をも構成する。現実をも構成する。

9 テレビの特性と内容は密接に関連する。特性（かたち）は内容と関連する。

インターネットとメディア情報のあり方については、やはり 「マスメディア」として、

｢つきあい方教育」を構築するべきと考える。

根拠は、野村一夫・著『インフォアーツ論一ネットワーク的知性とはなにか？』洋泉社

新書yO79による。
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〔実践報告〕

｢総合的な学習の時間」を「倫理」が奪う、 という話

東京都立国分寺高等学校 原田健

1 ．はじめに

平成15年度の1年生から新カリキュラムに移行し、 「総合的な学習の時間｣の実践も各校

工夫しながら始まっている。次年度以降に取り組みを始める学校もあるようなので、 3年

間たたないと、その全容は見えてこないことになるが．…･･ひとむかし前に「現代社会」が

導入された際、全国で個性的で多様な実践が噴出して、新鮮な興鴛を覚えたことを思い出

す。楽しみである。内容については「現場にまかせる」という文科省の方針も、歴史的に

みて稀なことであり、今後の各校の展開には興味がつきない。

さて、私力：勤務している都立国分寺高校は、卒業生のほとんどが凹年制大学に進学する

という意味で「進学校」に分類されるが、進学校での「総合」の取り組みはどのようにな

るのであろうか。このことが現在の私の、 さしあたっての関心事である。

一部の学校では、進学がらみで、 3年生にまとめて3単位おき、受験対策的な内容の講

座にする方向であると言われている。この具体例がインターネット上で公表されている都

立戸山高校である。「戸111では……3年生の選択講座です。2単位講座を2つ選択履修しま

す。……語学や数学の油習講座、古典の講読講座、理科の課題研究など、個々の興味関心

や進路希望に対応して、広い視野を持った学習内容を生徒と教師の協力のもとで創りあげ

ていくものです」と掲げられている。雑誌「AERA｣ (03,10,6)に「公立中学校を見抜く

10の条件」というタイトルの記事が載せられていた力ざ、そのII｣で「総合」にふれて「……

理科や数学や英語など、学習時間が足りない教科の発展的な学習に当てているか」が大切

なポイントの一つであると記されていた。このような方向は、ひとつの現実的な対応とし

て「あり」なのだと思うし、市場の声（需要） と供給たる教育サービスと力§一致した地点

が美しい、 とする昨今の教育行政の意向とも合致するものと言えなくもない。

しかし、本来の「総合的な知をどのように育てるのか」という原点にもどって、 まじめ

に、本当にまじめに、考えてみると、進学指導にふった「総合」に対しては、 「ちょっと違

うのではないのか」 という気持ちになってしまうのは、私だけではないと思う。

2 ． 「倫理」と「総合」

私は以前から「倫理」教育は、 「総合」の中核として成立するのではないか、 と思い続け

てきた。 「総合｣を成立させる方法論や認識論は、従来、 「倫理｣の教員が授業のなかで扱っ
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てきたものと重なるからだ。それどころか、私や諸先輩の行ってきた「倫理」や「倫社」

の実践は「総合」そのもの、 とまで言えなくても、非常に近いところにあったと言えるの

ではないかと思う。

いま仮に今までの「倫理」教育を、 よくいわれるように「思想史重視」派と「課題重視」

派とに分けて考えるとわかりやすい。 「思想史重視」派の文脈でみれば、 「世界をどうみる

のか」という認識論の系譜は西欧哲学の大きな流れのひとつであり、少し前の「倫社」の

教科書にはベーコン、デカルト、 カント、ヘーケル、など力ざしっかり取り上げられていた。

19世紀から20世紀の近現代の、知の巨人といえばマルクスとフロイトの二人だと思うが、

彼らもまた、突き詰めれば「世界(ならびに人間)をどうみるのか」に行き着く。現象学、

構造主義、言語学…等々も|司じテーマのバリエイションとしてとらえることができる。何

を言いたいのかといえば、 「総合｣的な知を煮詰めていけば、最後は認識論の世界に行き着

かざるをえないのであって、相対的に(あくまで相対的に)学力の高い「進学校」の生徒諸

君ならば、 このレベルの課題にアッという間にたどり着いてしまうことが予想されるのだ。

もう一方の「課題重視」派の文脈からすれば、今日の諸課題をどのように切り取り、 ど

のように解釈していくのか、 という試みをおこなってきたのだといえる。例えば、私の授

業「アウシュビッツ・シリーズ」では、アウシュビッツという歴史的事実を確認したうえ

で、①そこに至る大きな社会・歴史の変動、政治の動き、②経済学的な分析、③社会心理

的な分析、④思想、⑤倫理一戦争責任論、 という形で展開してきた。これは、ある意味、

教師から提供した形の「総合」的な学習といえる。 95年の都倫研例会で、私のおこなった

公開授業「サバイバルの為の地震学習」は阪神・淡路大地震をきっかけにして構成したプ

ログラムだが、今までの地震対策の常識を、 ことごとくひっくり返したサバイバル知識を

'l｣心において、危機状態の心理学(ここではカウンセリングの基礎から説いた)、サバイバ

ルの思想(芭蕉と良寛とを紹介)等で構成した。これも地震をもとにした「総合」的な学習

である。つまり、課題学習に取り組んでいくと、必然的に総合的な視点が求められていく

ものなのだ。自分の都合のよい実践で例証するだけではずるい、 と言われるのなら、 「ディ

ベート」授業を思い浮かべてもらえばわかると思う。ひとつのテーマについて、あらゆる

角度から検討していく作業がおこなわれているはずで、普段の学習と異なる点は唯一その

行為の動機が、真理の前の純粋な追求心ではなく、ケームに勝とうというものであるとい

うことだ。

このように「倫理」と「総合」の重なり加減を指摘してくると、次のような反論が返っ

てくると思う。 「総合｣の大切なポイントは、生徒自らが課題を見つけ、 自ら考え、解決し

ていくことにあるのだと。従来の「教科」 とは異なるのだ、教え込みはいけないのだと。

たしかに今までの日本の教育の問題点を突いている｡が､もともと教育とはある意図を持っ

た働きかけである以上、 自由な放任が指導であるなどとはいえない。ここら辺は、現場で

の微妙な問題なのだが、 「総合｣においては、私は生徒の自主性を生かしつつ、教師のしっ

かりとした指導が入れば、 より深まった「総合」が実現していくものと考えている。そこ
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